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はじめに 

 

租税特別措置等については、「平成22年度税制改正大綱」（平成21年12月22日閣議決定。以下「22年度大綱」という。）において「今後４

年間で抜本的に見直す」こととされた。これを踏まえ、平成22年５月に、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令

第323号。以下「評価法施行令」という。）及び「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定。以下「基本方針」という。）

が改正され、各府省が法人税、法人住民税又は法人事業税に係る租税特別措置等（国税における租税特別措置、地方税における税負担軽

減措置等のうち、特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行うものをいう。以下同じ。）の新設に係る政策を決定しようと

する場合及び既存の租税特別措置等の内容の拡充又は期限の延長に係る政策を決定しようとする場合に事前評価の実施が義務付けられる

など、租税特別措置等に係る政策評価が制度化された。 

総務省は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号。以下「評価法」という。）第12条第２項において、各府省の

政策評価の実施状況を踏まえ、「政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価」を行うこととされ、これまでも評価専担組織と

して、各府省の政策評価について点検活動を行っている。また、平成22年度からは、租税特別措置等に係る各府省の政策評価についても、

政策評価の説明・分析の内容が一定水準に達しているかどうかの観点から点検活動を行っている。 

本報告は、平成25年度の税制改正要望に際し、総務大臣に送付された租税特別措置等に係る政策評価の評価書のうち、点検対象とした

163件についての点検結果(注)を取りまとめたものである。 

 

（注） 租税特別措置等に係る政策評価の点検対象には、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）又は地方税法（昭和25年法律第226号）以外の法律に規定される税制

上の措置に係るものも含まれる。また、点検対象となった評価書163件のほか、独立行政法人制度の見直し等に伴う税制改正要望に係る評価書が４件ある。なお、

政策評価の対象となった租税特別措置等そのものの是非について点検を行ったものではない。 
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Ⅰ 点検結果の概況 

１ 租税特別措置等に係る政策評価の枠組み 

（１）租税特別措置等に係る政策評価の枠組みは、以下のとおりとされている（図表１参照）。 

     ア 事前評価 

① 法人税、法人住民税又は法人事業税について租税特別措置等の新設、拡充又は延長を行おうとする際には、事前評価を

行わなければならないとされている（評価法第９条並びに評価法施行令第３条第７号及び第８号）。 

② 法人税、法人住民税又は法人事業税以外の税目についての租税特別措置等の新設、拡充又は延長を行おうとする際には、

積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努めるものとするとされている（基本方針Ⅰ－４－キ）。 

 

     イ 事後評価 

① 法人税、法人住民税又は法人事業税についての租税特別措置等に係る政策については、基本計画（評価法第６条の規定

に基づき各府省が定める基本計画をいう。）において必ず事後評価の対象として明記することとされている（基本方針Ⅰ－

５－カ）。 

② 法人税、法人住民税又は法人事業税以外の税目についての租税特別措置等に係る政策については、積極的かつ自主的に

事後評価の対象とするよう努めるものとするとされている（基本方針Ⅰ－５－カ）。 

 

 

（２）租税特別措置等に係る政策評価を円滑かつ効率的に実施するため、その内容、手順等の標準的な指針を示す「租税特別措置

等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成22年５月28日政策評価各府省連絡会議了承。以下「ガイドライン」とい

う。）が策定された。 

   各府省は、ガイドラインに基づき、所要の租税特別措置等に係る政策評価を実施し、各府省における検討作業や政府におけ

る税制改正作業に有益な情報を提供することが求められる。 

    また、ガイドラインⅡ－６（総務省による客観性担保評価活動）においては、「総務省行政評価局は、各行政機関が実施した

政策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施する。点検結果については、毎年度の税制改正作

業に対し、適時に提供する」とされている。 
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図表１ 租税特別措置等に係る政策評価の対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

国
税
関
係

地
方
税
関
係

税負担を軽減する措置 税負担を増加する措置 手続の特例等

法令上の事前評価の義務付け
対象範囲

基本方針に基づく事後評価の
義務付け対象範囲

基本方針に基づく事前評価の努力義
務の対象範囲

基本方針に基づく事後評価の努力義
務の対象範囲

その他の税目

その他の税目
法人住民税
法人事業税

法人税

政策評価の対象範囲

２ 租税特別措置等に係る政策評価の点検実施状況 

（１）点検の対象 

  平成25年度の税制改正要望に際し、総務大臣に送付された租税特別措置等に係る政策評価の評価書のうち、点検対象とした

ものの件数は、12府省（内閣府、金融庁、復興庁、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省、環境省及び防衛省）の計163件となっている。このほか、独立行政法人制度の見直し等に伴う税制改正要望に係る評

価書が４件ある。 
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 このうち、義務付けとなっている法人税、法人住民税又は法人事業税についての租税特別措置等に係る政策評価の評価書の

件数は131件、義務付け対象外となっている政策評価の評価書は32件であった（経済産業省12件、内閣府９件、復興庁６件、そ

の他５件）。 

評価書の点検実施件数の内訳は、図表２及び図表３のとおりである。 

 

図表２ 租税特別措置等に係る政策評価の区分別の点検実施件数 

事前評価 
事後 

府省名 合計 拡充 評価 新設 拡充 延長 計 
延長 

内閣府 8 6 1 1 16 0 16 

金融庁 3 3 0 1 7 1 8 

復興庁 1 5 0 0 6 0 6 

総務省 2 3 2 1 8 0 8 

財務省 0 0 0 0 0 1 1 

文部科学省 1 2 0 0 3 0 3 

厚生労働省 7 5 4 2 18 1 19 

農林水産省 3 3 7 1 14 22 36 

経済産業省 12 10 6 0 28 0 28 

国土交通省 4 8 12 2 26 0 26 

環境省 3 3 1 0 7 1 8 

防衛省 0 0 0 0 0 4 4 

合 計 44 48 33 8 133 30 163 

（注） 「拡充・延長」の区分は、一つの評価書において拡充及び延長の内容の要望が含まれているものである。 
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図表３ 義務付け対象かどうかの分類による点検実施件数 

事前評価 事後評価 合計 

府省名 義務付け 義務付け 義務付け 義務付け 義務付け 義務付け
計 計 計 

対象 対象外 対象 対象外 対象 対象外 

内閣府 7 9 16 0 0 0 7 9 16 

金融庁 6 1 7 1 0 1 7 1 8 

復興庁 0 6 6 0 0 0 0 6 6 

総務省 8 0 8 0 0 0 8 0 8 

財務省 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

文部科学省 3 0 3 0 0 0 3 0 3 

厚生労働省 17 1 18 1 0 1 18 1 19 

農林水産省 14 0 14 22 0 22 36 0 36 

経済産業省 16 12 28 0 0 0 16 12 28 

国土交通省 25 1 26 0 0 0 25 1 26 

環境省 5 2 7 1 0 1 6 2 8 

防衛省 0 0 0 4 0 4 4 0 4 

合 計 101 32 133 30 0 30 131 32 163 
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（２）点検の観点 

  点検に当たっては、22年度大綱における別紙１「租税特別措置の見直しに関する基本方針」の別添「政策税制措置の見直し

の指針（「６つのテスト」）」等を踏まえ、ガイドラインにおいて評価書に記載が求められている項目の中から主要な要素を点検

項目（図表４参照）として設定した。 

点検は、租税特別措置等の要否を判断するものではなく、説明・分析の内容が一定水準に達しているかの観点から実施し、

一定水準に達しておらず、説明・分析が不十分な項目については課題を指摘した。 

※「６つのテスト」とは、①背景にある政策の今日的な「合理性」、②政策目的に向けた手段としての「有効性」、③補助金等他の政策

手段と比した「相当性」について検証を求めるもの。 

 

（３）点検過程 

評価書上では明らかにされていない情報や事実関係が不明確な点については、点検過程において、各府省に補足説明を求め、

当該補足説明を踏まえて点検を行った。 

また、当該補足説明の内容については、税制改正作業への有益な情報提供、国民への説明責任の向上のため、「課題のみられ

た点検項目に関し点検過程で新たに示された説明」として点検結果に添付した。 

 

（４）点検結果 

   点検対象の評価書163件の点検結果は、図表５及び図表６のとおりである。各府省の評価書では、説明・分析の内容が一定水

準に達しているものはみられなかったが、各府省からの補足説明を踏まえた点検の結果、説明・分析の内容が一定水準に達し

ているものは33件であった。評価書の大半（163件中130件）は、特に、「有効性」の説明・分析が不十分であった。 
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図表４ 点検項目 

事前評価 
点検項目 

新設 拡充等 

租税特別措置等の合理性   

 ①政策目的の根拠及び政策体系における政策目的の位置付けが明らかにされているか。 ○ ○ 

②所期の目標（直近の新設、拡充又は延長の要望を行った際に想定していた達成目標）が既に達
－ ○ 

成されていないかが説明されているか。 

租税特別措置等の有効性   

 ③達成目標及び当該目標に係る測定指標が設定されているか。 ○ ○ 

 ④過去の実績について、適用数等が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に把握されているか。 － ○ 

 ⑤過去の実績について、適用数等が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っていない
－ ○ 

かが具体的に説明されているか。  
⑥将来推計として、適用数等が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に予測されているか。 ○ ○ 

 
⑦過去の実績について、減収額が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に把握されているか。 － ○  
⑧将来推計として、減収額が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に予測されているか。 ○ ○  

⑨過去の実績について、租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況が把握されているか。 － ○  

⑩将来推計として、租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況が予測されているか。 ○ ○  

⑪過去の実績について、税収減を是認するような効果が確認されているかが説明されているか。 － ○  

⑫将来推計として、税収減を是認するような効果が見込まれるかが説明されているか。  ○ ○ 

租税特別措置等の相当性   

 ⑬政策目的実現のための手段として、補助金や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等
○ ○ 

の手段をとることが必要かつ適切であるかが説明されているか。 
 

⑭同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合に、適切かつ明確な役割分担がな
○ ○  されているかが説明されているか。 

（注） 事前評価(新設）、事前評価(拡充等)、事後評価の区分ごとに、「○」が付いている項目がそれぞれの区分の点検項目となる。 

 

 

 

事後 

評価 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

○ 

－ 

○ 

－ 

○ 

－ 

○ 

○ 
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図表５ 租税特別措置等に係る政策評価の点検結果（補足説明を踏まえたもの） 

説明・分析の内容に課題があるもの 
説明・分析の 

うち うち うち 
内容が一定水

府省名 合理性の説明・分 有効性の説明・分 相当性の説明・分 合 計 
準に達してい  

析の内容に課題 析の内容に課題 析の内容に課題
るもの 

があるもの があるもの があるもの 

内閣府 1 (0) 15 (16) 3 (9) 15 (16) 1 (9) 16 

金融庁 1 (0) 7 (8) 1 (8) 7 (8) 1 (6) 8 

復興庁 0 (0) 6 (6) 2 (5) 6 (6) 0 (5) 6 

総務省 3 (0) 5 (8) 0 (4) 5 (8) 2 (2) 8 

財務省 1 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 1 

文部科学省 2 (0) 1 (3) 0 (3) 1 (3) 1 (1) 3 

厚生労働省 2 (0) 17 (19) 8 (17) 17 (19) 6 (11) 19 

農林水産省 13 (0) 23 (36) 1 (23) 23 (36) 0 (5) 36 

経済産業省 2 (0) 26 (28) 4 (18) 26 (28) 4 (17) 28 

国土交通省 2 (0) 24 (26) 3 (18) 24 (26) 3 (11) 26 

環境省 2 (0) 6 (8) 1 (6) 6 (8) 2 (6) 8 

防衛省 4 (0) 0 (4) 0 (4) 0 (4) 0 (4) 4 

合 計 33 (0) 130 (163) 23 (115)  130 (163) 20 (77) 163 

（注）１ （ ）内は、当初の評価書に対する点検結果。 

２ 説明・分析の内容に課題があるものが、「合理性」、「有効性」又は「相当性」に重複して該当する場合には、それぞれに計上した。 

３ 「合理性」、「有効性」又は「相当性」について、一つの評価書において複数の区分にわたる課題を指摘しているため、合計は「説明・分析の内容に 

課題があるもの」の件数に一致しない。 

 

-7-



 

図表６ 義務付け対象・義務付け対象外ごとの点検結果 

義務付け対象 義務付け対象外 

説明・分析の内容に課題があるもの 説明・分析の内容に課題があるもの 
説明・分析 説明・分析

うち うち うち  うち うち うち 
の内容が の内容が

府省名 合理性の 有効性の 相当性の 合理性の 有効性の 相当性の
一定水準 合 計 一定水準 合 計 

 説明・分析 説明・分析 説明・分析 説明・分析 説明・分析 説明・分析
に達して に達して

の内容に の内容に の内容に の内容に の内容に の内容に
いるもの いるもの 

課題 課題 課題 課題 課題 課題 

内閣府 0 7 2 7 1 7 1 8 1 8 0 9 

金融庁 1 6 1 6 1 7 0 1 0 1 0 1 

復興庁 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6 0 6 

総務省 3 5 0 5 2 8 0 0 0 0 0 0 

財務省 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

文部科学省 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 

厚生労働省 2 16 7 16 6 18 0 1 1 1 0 1 

農林水産省 13 23 1 23 0 36 0 0 0 0 0 0 

経済産業省 2 14 2 14 1 16 0 12 2 12 3 12 

国土交通省 2 23 3 23 3 25 0 1 0 1 0 1 

環境省 2 4 0 4 1 6 0 2 1 2 1 2 

防衛省 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

合 計 32 99 16 99 16 131 1 31 7 31 4 32 

（注）１  説明・分析の内容に課題があるものが、「合理性」、「有効性」又は「相当性」に重複して該当する場合には、それぞれに計上した。 

２ 「合理性」、「有効性」又は「相当性」について、一つの評価書において複数の区分にわたる課題を指摘しているため、合計は「説明・分析の内容に  
課題があるもの」の件数に一致しない。 
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また、「合理性」、「有効性」及び「相当性」についての説明・分析の内容について、不十分なものの組合せは、図表７のとお

りであり、「合理性」、「有効性」及び「相当性」の全てについて説明・分析の内容が不十分な評価が４件みられた。 

図表７ 説明・分析の内容に課題があるものの組合せ 

府省名 

合理性 

有効性 

及び 

相当性の 

説明・分析の 

内容に課題 

合理性 

及び 

有効性の 

説明・分析の 

内容に課題 

合理性 

及び 

相当性の 

説明・分析の 

内容に課題 

有効性 

及び 

相当性の 

説明・分析の 

内容に課題 

合理性のみ 

説明・分析の 

内容に課題 

有効性のみ 

説明・分析の 

内容に課題 

相当性のみ 

説明・分析の 

内容に課題 

内閣府 0 3 0 1 0 11 0 

金融庁 0 1 0 1 0 5 0 

復興庁 0 2 0 0 0 4 0 

総務省 0 0 0 2 0 3 0 

財務省 0 0 0 0 0 0 0 

文部科学省 0 0 0 1 0 0 0 

厚生労働省 2 6 0 4 0 5 0 

農林水産省 0 1 0 0 0 22 0 

経済産業省 2 2 0 2 0 20 0 

国土交通省 0 3 0 3 0 18 0 

環境省 0 1 0 2 0 3 0 

防衛省 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 4 19 0 16 0 91 0 
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（５）課題を指摘した主な事項 

  ア 政策目的に向けた手段としての「有効性」の説明に係る課題 

＜費用対効果の説明が不十分＞ 

 費用対効果は、租税特別措置等の要否の判断に資する特に重要な情報であるが、大半の評価書では、説明・分析が不

十分である。 

 例１ 費用対効果があるとの説明をしているが、その具体的な根拠を示さず説明している。 

 例２ 費用対効果は、減収額と効果を対比して説明することが必要だが、減収額には触れず、効果があることだけを

説明している。 

 例３ 税収減と効果を対比して説明しているが、租税特別措置等以外の要因の効果を含めたものを効果としているた

め、その説明に疑問がある。 

    

 

＜適用実態・見込みの説明が不十分＞ 

 租税特別措置等の適用数や減収額の過去の実績が明らかでなく、また、将来推計の場合、その計算方法が明らかでな

いなど、適用実態・見込みの説明が不十分である。 

 

 租税特別措置等が適用され得る対象の所期の想定数からみて実際の適用数が非常に少ない、又は特定の業界若しくは

一部の企業のみが恩恵を受けていると考えられるが、そのことに関する説明が不十分である。 

 

イ 背景にある政策の今日的な「合理性」の説明に係る課題 

 ＜政策目的の根拠が不明＞ 

 租税特別措置等によって実現する政策目的が、優先度や緊要性の高いものなのか判断する根拠（法律、政令、閣議決

定等）が明らかにされていない。 

 

＜租税特別措置等を引き続き実施する理由の説明が不十分＞ 

租税特別措置等で達成しようとした当初の目標が既に達成されているにもかかわらず、引き続き実施する理由につい

ての説明が不十分である。 
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ウ 補助金等他の政策手段と比した「相当性」の説明に係る課題 

＜他の政策手段と比較した説明が不十分＞ 

 租税特別措置等の必要性のみの説明にとどまり、想定され得る他の政策手段（補助金、規制等）と比較して、租税特

別措置等の手段をとることが必要かつ適切であることの説明が不十分である。 

 

＜他の政策手段との役割分担の説明が不十分＞ 

 補助金等や規制など他の支援措置や義務付け等が現に存在している場合において、租税特別措置等との適切かつ明確

な役割分担についての説明が不十分である。  

 

３ 租税特別措置等に係る政策評価の今後の課題 

租税特別措置等に係る政策評価は、今年度で３年目を迎えた。初年度は、全ての評価書について「合理性」、「有効性」又は「相

当性」のいずれかの説明・分析に不十分な点があった。昨年度から、各府省からの補足説明を求めているが、これを踏まえた結

果、説明・分析の内容が一定水準に達している評価書が、昨年度は全体の約１割（16件）、今年度は全体の約２割（33件）となっ

ており、大半の評価書の説明・分析の内容は依然として一定水準に達していないが、回数を重ね、評価書に記載される内容は充

実してきている。 

それぞれの項目に着目すると、「有効性」については、いまだ多くの評価書において、特に費用対効果に関する説明・分析の内

容に不十分な点があった。これについては、補足説明により一定程度改善されたものの、費用対効果は、租税特別措置等の要否

の判断に資する特に重要な情報であることから、今後もなお、説明・分析の内容の更なる充実を図ることが必要である。また、

「合理性」及び「相当性」については、提出された評価書における説明・分析が不十分なものが多くあったが、補足説明により

相当数が改善されたところである。 

このように、各府省からの補足説明によって、相当数の課題が改善されているところであるが、補足説明されたような内容は、

本来あらかじめ評価書に盛り込まれるべきものであり、政府全体として評価書に記載する内容の充実を図る取組が必要である。 

また、今後は、点検結果において説明・分析が不十分であると指摘しているものについて、各府省が評価の修正・やり直し等

を含め適切な説明に努めることが必要であるとともに、説明・分析の内容が一定水準に達しているものについても、必要に応じ

た更なる説明・分析に努めることが期待される。 
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Ⅱ 個別の点検結果 
 １ 点検結果の一覧表 
   

〈点検結果の一覧表の見方〉

１. 「制度名」 
   各評価書に記載されている租税特別措置等（以下「租特」という。）の名称を記載している。 

２. 「区分」 
   租特の要望区分等に応じて、以下を記載している。 
     新  設 ： 租特の新設要望に係る評価を表す。 
     拡  充 ： 租特の拡充要望に係る評価を表す。 
     延  長 ： 租特の延長要望に係る評価を表す。 
     拡・延 ： 租特の拡充及び延長要望に係る評価を表す。 
     事  後 ： 期限の定めのない租特に対する評価などを表す。                           
３.  「義務付け」 
   評価が義務付けられている法人税、法人住民税又は法人事業税に係る評価である場合に「有」を記載している。 

４. 「説明・分析が一定水準に達している」 
   各府省が補足説明を行った結果、評価の説明・分析が一定水準に達したものに「☆」を記載している。 

５. 「説明・分析が不十分」 
   点検結果の内容に応じて、「●」、「※」、「―」又は「／」を記載している。 
     ● ： 評価書の説明・分析に課題（疑問点・問題点等）があるもの。 
     ※ ： 点検過程における各府省からの補足説明により課題が解消したもの。  

     ― ： 区分（新設及び事後）の性質上、記載の必要のないもの等。 
     ／ ： 課題の指摘には至らないもの。 

６. 「補足された評価に有益な説明」 
   評価書においては明らかでなかった事項について、点検過程において各府省から補足説明がなされることにより、評価に有益な情報が明らかにされた場合に「○」

を記載している。 

政 策 目 的 の 根 拠 等 ： 租特の背景にある政策目的が、法律や閣議決定等に規定されるなど、政策体系の中で優先度や緊要性の高い 
ものとして位置付けられていることが説明されているか。 

  当 初 の 目 標 の 達 成 状 況 等 ： 当初（租特創設時や前回要望時）の目標が達成されているか否かが説明されているか。 
                        租特を継続する理由（達成されていない場合は、その原因分析も併せて）が説明されているか。 
  僅 少 ・ 偏 り ： 適用数が当初の想定と比較して僅少であったり、特定の者に偏っていないかが説明されているか。 
  税 収 減 の 是 認 効 果 等 ： 租特による税収減に見合う有効性（費用対効果）が説明されているか。 
  租 特 の 手 段 を と る 必 要 ・ 適 切 性 ： 他の政策手段（補助金や規制等）と比較して、租特の手段をとることが適切であると考える理由が説明され 

ているか。 
  他 の 支 援 措 置 と の 役 割 分 担 ： 他の政策手段がある場合に、租特との役割分担がなされていることが説明されているか。 
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説明・

説明・分析が不十分 補足された評価に有益な説明

６つのテスト ６つのテスト

義 分析が 合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性

番号 制度名 区分
務
付
け

一定水
準に達
してい
る

政 策 目
的 の 根
拠 等

当 初 の
目 標 の
達 成 状
況 等

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

政 策 目
的 の 根
拠 等

当 初 の
目 標 の
達 成 状
況 等

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

 内閣府

内閣01 公共施設等運営権の登録等に係る登録免許税の軽減措置の創設 新設 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

内閣02
ＰＦＩ事業を実施する民間事業者による大規模修繕に備えた準備金制度の
創設

新設 有 ― ― ● ※ ※ ― ― ○ ○

内閣03 「国際戦略総合特区」における特例措置 拡充 有 ● ※ ● ○ ○ ○

内閣04 地域活性化総合特区における特例措置の拡充 拡充 有 ● ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○

内閣05 地域活性化総合特区の所得税における特例措置の対象事業の追加 拡充 ● ※ ● ※ ○ ○ ○

内閣06 ふるさと投資（地域活性化小口投資）促進税制 新設 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

内閣07 データセンター地域分散化促進税制の創設 新設 有 ― ― ● ― ― ○

内閣08
災害に強く環境負荷低減等に資する物流効率化施設に係る割増償却制度の
拡充及び延長

拡・延 有 ● ● ○ ○

内閣09 雨水貯留浸透利用施設に係る割増償却制度の延長 延長 有 ● ●

内閣10
認定特定非営利活動法人への寄附金額が2000円を超え、寄附金控除が適用
される場合、寄附金額の全額を寄附金控除対象額とする

拡充 ※ ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

内閣11 認定特定非営利活動法人への寄附金控除の年末調整対象化 新設 ※ ― ― ● ○ ― ― ○

内閣12 公益社団・財団法人への寄附金に係る税額控除制度の対象拡大（所得税） 拡充 ※ ● ● ○ ○

内閣13
公益社団・財団法人への寄附金額が2000円を超え、寄附金控除が適用され
る場合、寄附金額の全額を寄附金控除対象額とする

拡充 ※ ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

内閣14 特定収入に係る消費税制上の所要の措置（消費税） 新設 ☆ ― ― ※ ※ ※ ― ― ○ ○ ○

内閣15 公益社団・財団法人への寄附金控除の年末調整対象化 新設 ※ ― ― ● ○ ― ― ○

内閣16 子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置 新設 有 ※ ― ― ● ● ● ○ ― ―
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説明・

説明・分析が不十分 補足された評価に有益な説明

６つのテスト ６つのテスト

義 分析が 合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性

番号 制度名 区分
務
付
け

一定水
準に達
してい
る

政 策 目
的 の 根
拠 等

当 初 の
目 標 の
達 成 状
況 等

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

政 策 目
的 の 根
拠 等

当 初 の
目 標 の
達 成 状
況 等

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

 金融庁

金融01 自動発注サーバに係る非課税措置の創設 新設 有 ※ ― ― ● ○ ― ―

金融02 投資法人が買換特例等を適用した場合の導管性要件の判定式の見直し 拡充 有 ● ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○

金融03 火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実 拡・延 有 ※ ※ ● ● ○ ○ ○

金融04 企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充 新設 有 ※ ― ― ● ※ ※ ○ ― ― ○ ○ ○

金融05
「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業
再生に対する「企業再生税制」と同等の措置の適用

拡充 ※ ※ ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

金融06 投資信託・投資法人法制の見直しに係る所要の措置（海外不動産関係） 新設 有 ※ ― ― ● ※ ○ ― ― ○ ○

金融07 特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例 事後 有 ☆ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○

金融08 海外投資家振替社債利子等非課税制度の恒久化等 拡充 有 ※ ● ● ○ ○

 復興庁

復興01 東日本大震災事業者再生支援機構の登録免許税に係る免除手続の簡素化 拡充 ※ ※ ● ● ○ ○ ○ ○

復興02
避難解除区域に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者を支援するため
の、機械等の特別償却等）の避難指示解除準備区域への拡大（拡充）

拡充 ※ ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○

復興03
避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援する
ための、機械等の特別償却等）の新規事業者への適用

拡充 ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

復興整備計画に位置づけられた防災集団移転促進事業等の事業により移

復興04
転・整備する住宅団地の用地に供するために、土地が収用適格事業に相当
するものとして制度上認められた枠組みにより地方公共団体に買い取られ

新設 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

た場合における譲渡所得への5,000万円特別控除の適用

復興05
「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業
再生に対する「企業再生税制」と同等の措置の適用

拡充 ※ ● ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○

復興06
「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業
再生に対する「企業再生税制」と同等の措置の適用

拡充 ※ ● ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○
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説明・

説明・分析が不十分 補足された評価に有益な説明

６つのテスト ６つのテスト

義 分析が 合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性

番号 制度名 区分
務
付
け

一定水
準に達
してい
る

政 策 目
的 の 根
拠 等

当 初 の
目 標 の
達 成 状
況 等

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

政 策 目
的 の 根
拠 等

当 初 の
目 標 の
達 成 状
況 等

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

 総務省

総務01 公共アプリケーション利活用促進税制の拡充及び延長 拡・延 有 ● ● ○

総務02 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長 延長 有 ※ ● ○ ○

総務03 データセンター地域分散化促進税制の創設 新設 有 ― ― ● ― ― ○

総務04
海外投資家振替社債利子等非課税制度の恒久化（振替地方公共団体金融機
構債分）

拡充 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

総務05 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 拡充 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

総務06 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

総務07 技術研究組合の所得計算の特例 延長 有 ※ ● ● ○ ○ ○

総務08 過疎地における営業所の住民税・事業税等の非課税措置の創設 新設 有 ― ― ● ● ― ―

 財務省

財務01 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例 事後 有 ☆ ※ ○

 文部科学省

文科01 子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置 新設 有 ※ ― ― ● ● ● ○ ― ―

文科02 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 拡充 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

文科03 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

文科04 国立研究開発行政法人への寄附に係る税制措置 新設 有 ― ― ― ―

文科05 独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置 新設 有 ― ― ― ―
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説明・

説明・分析が不十分 補足された評価に有益な説明

６つのテスト ６つのテスト

義 分析が 合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性

番号 制度名 区分
務
付
け

一定水
準に達
してい
る

政 策 目
的 の 根
拠 等

当 初 の
目 標 の
達 成 状
況 等

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

政 策 目
的 の 根
拠 等

当 初 の
目 標 の
達 成 状
況 等

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

 厚生労働省

厚労01 医療安全に資する医療機器等の導入に係る特別償却制度の適用期限の延長 延長 有 ※ ● ○ ○

厚労02 高額な医療用機器に関する特別償却制度の適用期限の延長 延長 有 ● ● ● ● ※ ○ ○

厚労03 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 拡充 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

厚労04 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

厚労05 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置 新設 ● ― ― ● ― ―

厚労06 社会医療法人に対する寄附に係る寄附金控除等の創設 新設 有 ● ― ― ● ● ― ―

厚労07 社会医療法人認定取消時の一括課税の見直し 新設 有 ● ― ― ● ― ―

厚労08 社会保険診療報酬の所得計算の特例 延長 有 ● ● ● ※ ○ ○

厚労09
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除（グリーン投資減税）

拡充 有 ※ ● ● ● ○ ○ ○

厚労10 サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長 延長 有 ※ ● ● ● ○ ○

厚労11 パートタイム労働対策推進のための税制上の所要の措置 新設 有 ― ― ● ― ― ○

厚労12 雇用促進税制の拡充 拡充 有 ● ● ● ○

厚労13 障害者の「働く場」に対する発注促進税制の拡充及び延長 拡・延 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

厚労14 グローバルリターン・雇用維持特別減税措置の創設 新設 有 ※ ― ― ● ※ ※ ○ ― ― ○ ○ ○

厚労15 生活衛生関係営業者の事業活動の振興のための税制上の措置 拡・延 有 ● ● ● ※ ○ ○

厚労16 商業・サービス中小企業活性化税制の創設 新設 有 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

厚労17
自然災害共済に係る異常危険準備金の積立率並びに洗替保証限度率の引き
上げ

拡充 有 ※ ※ ● ● ○ ○ ○

厚労18 社会保険診療報酬の所得計算の特例 事後 有 ● ● ● ※ ○

厚労19 子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置 新設 有 ※ ― ― ● ● ● ○ ― ―
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説明・

説明・分析が不十分 補足された評価に有益な説明

６つのテスト ６つのテスト

義 分析が 合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性

番号 制度名 区分
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付
け
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準に達
してい
る

政 策 目
的 の 根
拠 等

当 初 の
目 標 の
達 成 状
況 等

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

政 策 目
的 の 根
拠 等

当 初 の
目 標 の
達 成 状
況 等

僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

 農林水産省

農水01
特定農産加工品生産設備等の特別償却（米穀の新用途への利用の促進に関
する法律）

延長 有 ☆ ※ ○

農水02
農業経営基盤強化準備金及び準備金を活用して農用地等を取得した場合の
課税の特例

延長 有 ● ○

農水03
特定地域における工業用機械等の特別償却（振興山村として指定された地
区）

拡・延 有 ※ ● ○ ○

農水04 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長 延長 有 ※ ● ○ ○

農水05 半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度の延長 延長 有 ※ ● ○ ○

農水06 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る特別償却制度の延長 延長 有 ※ ● ○ ○

農水07 奄美群島における工業用機械等に係る特別償却制度の延長（奄美群島） 延長 有 ※ ● ○ ○

農水08 技術研究組合の所得計算の特例 延長 有 ※ ● ● ○ ○ ○

農水09 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 拡充 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

農水10 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

農水11 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 拡充 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

農水12 金融商品取引法等の一部改正に伴う所要の税制措置 新設 有 ― ― ● ― ― ○

農水13 商業・サービス中小企業活性化税制 新設 有 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

農水14 農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置 新設 有 ― ― ● ※ ― ― ○

農水15
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控
除

事後 有 ※ ● ○

農水16
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控
除

事後 有 ※ ※ ● ○ ○

農水17 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除 事後 有 ※ ※ ● ○ ○

農水18 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例（土地改良事業） 事後 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

農水19
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別
控除

事後 有 ☆ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○
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説明・

説明・分析が不十分 補足された評価に有益な説明

６つのテスト ６つのテスト

義 分析が 合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性

番号 制度名 区分
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付
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的 の 根
拠 等
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効 果 等
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援 措 置
と の 役
割 分 担

農水20 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 事後 有 ※ ※ ● ○ ○

農水21 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 事後 有 ※ ※ ● ○ ○

農水22 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 事後 有 ※ ※ ● ○ ○

農水23 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 事後 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

農水24 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 事後 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

農水25
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
（林地保有の合理化）

事後 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

農水26 転廃業助成金等に係る課税の特例 事後 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

農水27 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例 事後 有 ☆ ※ ※ ○ ○

農水28 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 事後 有 ※ ● ○

農水29 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 事後 有 ☆ ※ ○

農水30 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 事後 有 ※ ● ○ ○

農水31 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例 事後 有 ※ ● ○ ○

農水32 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例（漁業信用基金協会） 事後 有 ※ ● ○

農水33
特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例（ジェイエフマリンバンク
支援協会）

事後 有 ※ ● ○ ○

農水34 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例 事後 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

農水35 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例 事後 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

農水36 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 事後 有 ● ※ ● ○
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説明・

説明・分析が不十分 補足された評価に有益な説明

６つのテスト ６つのテスト

義 分析が 合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性
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手 段 を
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援 措 置
と の 役
割 分 担

 経済産業省

経産01 独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置 新設 有 ― ― ― ―

経産02 ベンチャー企業の事業拡大に係る税制優遇措置の創設 新設 有 ― ― ● ※ ※ ― ― ○ ○ ○

経産03 創設時の登録免許税及び印紙税の課税免除措置の創設 新設 ― ― ● ※ ― ― ○

経産04
課税済み原油等の精製過程で発生する非製品ガスに係る石油石炭税の還付
制度の創設

新設 ― ― ● ― ― ○

経産05
探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特
別控除

拡充 有 ※ ※ ※ ● ○ ○ ○ ○

経産06 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し 拡充 ※ ● ● ○

経産07 小規模会社の非上場株式等についての課税価格の計算の特例 新設 ― ― ● ※ ― ― ○

経産08 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減 延長 ※ ※ ● ○ ○

経産09 保険会社等の異常危険準備金の延長 延長 有 ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○

経産10 中小企業者等の法人税率の特例 拡充 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

経産11 金融商品取引法等の一部改正に伴う所要の税制措置 新設 有 ― ― ● ― ― ○

経産12
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の認定を受けて行
う自社株対価ＴＯＢに応じた株主に係る株式譲渡所得等の課税の繰延等

新設 有 ― ― ● ※ ※ ― ― ○ ○ ○

経産13 商業・サービス中小企業活性化税制 新設 有 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

経産14 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 拡充 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

経産15
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除（グリーン投資減税）

拡充 有 ※ ● ● ● ○ ○ ○

経産16 技術研究組合の所得計算の特例 延長 有 ※ ● ● ○ ○ ○

経産17 バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例 延長 ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

経産18 非居住者等が受け取る振替社債の利子等に係る非課税化の恒久化 拡充 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

経産19 企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充 新設 有 ※ ― ― ● ※ ※ ○ ― ― ○ ○ ○
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説明・

説明・分析が不十分 補足された評価に有益な説明

６つのテスト ６つのテスト

義 分析が 合理性 有効性 相当性 合理性 有効性 相当性
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援 措 置
と の 役
割 分 担

経産20
避難解除区域に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者を支援するため
の、機械等の特別償却等）の避難指示解除準備区域への拡大（拡充）

拡充 ※ ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○

経産21
避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援する
ための、機械等の特別償却等）の新規事業者への適用

拡充 ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

経産22 車体課税の抜本的見直し（自動車税のグリーン化関連） 拡充 ● ※ ● ● ○ ○ ○

経産23 ガス供給業に係る大口需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置 延長 有 ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

経産24 電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 新設 有 ● ― ― ● ※ ― ― ○

経産25 ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 新設 有 ● ― ― ● ― ― ○

経産26 コージェネレーションに係る課税標準の特例措置 新設 ― ― ● ● ― ― ○

経産27 少額償却資産の固定資産税の課税客体からの除外措置 新設 ― ― ● ※ ― ― ○

経産28 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

経産29 低公害車の燃料等供給設備に係る課税標準の特例措置 延長 ● ※ ● ● ● ○ ○ ○

 国土交通省

国交01 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 拡充 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

国交02 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

国交03
ＰＦＩ事業を実施する民間事業者による大規模修繕に備えた準備金制度の
創設

新設 有 ― ― ● ※ ※ ― ― ○ ○

国交04
災害に強く環境負荷低減等に資する物流効率化施設に係る割増償却制度の
拡充及び延長

拡・延 有 ● ● ○ ○

国交05 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長 延長 有 ※ ● ○ ○

国交06
特定地域における工業用機械等の特別償却（振興山村として指定された地
区）

拡・延 有 ※ ● ○ ○

国交07 半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

国交08 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る特別償却制度の延長 延長 有 ※ ● ※ ○ ○ ○

国交09 奄美群島における工業用機械等に係る特別償却制度の延長 延長 有 ※ ● ※ ○ ○ ○
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説明・

説明・分析が不十分 補足された評価に有益な説明
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援 措 置
と の 役
割 分 担

国交10 投資法人が買換特例等を適用した場合の導管性要件の判定式の見直し 拡充 有 ● ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○

国交11 投資信託・投資法人法制の見直しに係る所要の措置（海外不動産関係） 新設 有 ※ ― ― ● ※ ○ ― ― ○ ○

国交12
関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設
に係る特別償却制度の延長

延長 有 ※ ※ ※ ● ※ ○ ○ ○ ○

復興整備計画に位置づけられた防災集団移転促進事業等の事業により移

国交13
転・整備する住宅団地の用地に供するために、土地が収用適格事業に相当
するものとして制度上認められた枠組みにより地方公共団体に買い取られ

新設 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

た場合における譲渡所得への5,000万円特別控除の適用

国交14 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長 延長 有 ※ ※ ● ○ ○ ○

国交15 認定事業用地適正化計画に基づく土地等の交換等に係る特例措置の延長 延長 有 ● ※ ● ○ ○ ○

国交16 認定集約都市開発事業に係る買換え特例等の創設 新設 有 ※ ― ― ● ○ ― ― ○

国交17
市街地再開発事業により建築された施設建築物の取得者に対する割増償却
制度の延長

延長 有 ※ ※ ● ● ○ ○ ○

国交18
都市計画事業認可の前においても収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控
除等を受けられる事業の拡充

拡充 有 ※ ※ ※ ● ○ ○ ○ ○

国交19 特定緑地管理機構に係る緑地管理機構の課税の特例措置の拡充 拡充 有 ※ ※ ● ● ● ○ ○ ○

国交20 雨水貯留浸透利用施設に係る割増償却制度の延長 延長 有 ● ●

国交21
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除（グリーン投資減税）

拡充 有 ※ ● ● ● ○ ○ ○

国交22 海外投資家振替社債利子等非課税制度の恒久化 拡充 有 ※ ● ● ○ ○

国交23 サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長 延長 有 ※ ● ● ● ○ ○

国交24 バリアフリー法に基づく認定特定建築物に係る特例措置の延長 延長 有 ※ ※ ※ ● ※ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国交25
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例（ト
ン数標準税制）の拡充

拡充 有 ※ ※ ● ● ○ ○ ○ ○

国交26 船舶に係る特別償却制度の延長 延長 有 ※ ● ● ● ○ ○ ○ ○
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僅 少 ・
偏 り

税 収 減
の 是 認
効 果 等

租 特 の
手 段 を
と る 必
要 ・ 適
切 性

他 の 支
援 措 置
と の 役
割 分 担

 環境省

環境01
特定の基金に対する負担金の損金算入（産廃適正処理センターに係る産業
廃棄物適正処理推進基金）

事後 有 ※ ● ● ※ ※ ○ ○ ○ ○

環境02 廃棄物処理業用設備に係る法定耐用年数の短縮 新設 有 ※ ― ― ● ※ ○ ― ― ○ ○

環境03
汚染廃棄物等の処理施設の設置に係る簡易証明書制度（譲渡所得の課税の
特例）

新設 有 ― ― ● ※ ― ― ○ ○

環境04 独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置 新設 有 ― ― ― ―

環境05 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除 拡充 有 ☆ ※ ※ ※ ○ ○ ○

環境06
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除（グリーン投資減税）

拡充 有 ※ ● ● ● ○ ○ ○

環境07 バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例 延長 ● ● ● ※ ○ ○ ○ ○

環境08 コージェネレーションに係る課税標準の特例措置 新設 ― ― ● ● ― ― ○

環境09 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置 拡充 有 ☆ ※ ※ ○ ○

 防衛省

防衛01 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 事後 有 ☆ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○

防衛02 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 事後 有 ☆ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○

防衛03 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 事後 有 ☆ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○

防衛04
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控
除

事後 有 ☆ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○
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２ 点検結果表 

＜点検結果表の見方＞ 

 

１. 「制度名」 
各評価書に記載されている租特の名称を記載している。 

２. 「税目」 
評価の対象となった当該租特の税目を記載している。 

３. 「区分」 
［新設］は租特の新設要望に係る評価、［拡充］は租特の拡充要望に係る評価、［延長］は租特の延長要望に係る評価、［事後］は期限の定めのない租特に対する評価
を表す。 

４. 「評価の実施状況」 
各点検項目について、２から４の区分を設けており、該当する区分を［■］で示している。 

５. 「課題」 
［○］印 ：各点検項目において、数値が示されていない、分析内容が妥当でない、又は、論理的でないといった課題（疑問点・問題点等）があることを表す。 
［ ※ ］ 印：点検過程における各府省からの補足説明により課題が解消したことを表す。 
［○※］印：点検過程における各府省からの補足説明により課題の一部が解消したことを表す。なお、「評価の実施状況」欄には評価書を踏まえた区分を、【課題の説

明】欄には、評価書及び補足説明を踏まえた課題について記載していることから、両者の内容が一致しない場合がある。 

６. 「① 政策目的の根拠・政策体系での位置付け」 
［明らか］：租特により実現しようとする政策目的の根拠・政策体系における政策目的の位置付けが明らかにされていることを表す。 
［明らかでない］：当該根拠・位置付けが明らかにされていないことを表す。 

７. 「② 所期の目標が達成していない状況」 
         [達成されていない]：所期の目標について、いまだ達成されてないことが説明されていることを表す。 
      [達成されている]：所期の目標について、既に達成されていることが説明されていることを表す。 

[説明なし]：当該状況について説明されていないことを表す。 

８. 「③ 達成目標及び測定指標」 
［定量化］：租特により達成しようとする目標に係る定量的な測定指標が設定されていることを表す。 
［定性的記述］：当該目標に係る定性的な測定指標が設定されていることを表す。 
［説明なし］：当該目標に係る測定指標が説明されていないことを表す。 
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９. 「④ 適用数等の実績把握」 
［定量化］：過去の実績値が示されている、又は、適用数等が算定根拠を明らかにしつつ定量的に把握されていることを表す。 
［定量化(根拠なし)］：適用数等は定量的に把握されているが、算定根拠が明らかにされていないことを表す。 
［定性的記述］：適用数等が定性的に把握されていることを表す。 
［把握なし］：適用数等が評価書において把握されていないことを表す。 

10. 「⑤ 僅少・偏りのない状況」 
［説明あり］：租特の適用数等が想定外に僅少であったり、想定外に特定のものに偏っていないかが説明されていることを表す。 
［説明なし］：当該内容が説明されていないことを表す。 

11. 「⑥ 適用数等の将来予測」 
［定量化］：適用数等が算定根拠を明らかにしつつ定量的に予測されていることを表す。 
［定量化(根拠なし)］：適用数等が定量的に予測されているが、算定根拠が明らかにされていないことを表す。 
［定性的記述］：適用数等が定性的に予測されていることを表す。 
［予測なし］：適用数等が評価書において予測されていないことを表す。 

12. 「⑦ 減収額の実績把握」 
［定量化］：過去の実績値が示されている、又は、減収額が算定根拠を明らかにしつつ定量的に把握されていることを表す。 
［定量化(根拠なし)］：減収額が定量的に把握されているが、算定根拠が明らかにされていないことを表す。 
［把握なし］：減収額が評価書において把握されていないことを表す。 

13. 「⑧ 減収額の将来予測」 
［定量化］：減収額が算定根拠を明らかにしつつ定量的に予測されていることを表す。 
［定量化（根拠なし）］：減収額が定量的に予測されているが、算定根拠が明らかにされていないことを表す。 
［予測なし］：減収額が評価書において予測されていないことを表す。 

14. 「⑨ 租特の効果・達成目標の実現状況の実績把握」 
［把握あり］：租特による効果・達成目標の実現状況が把握されていることを表す。 
［把握なし］：当該効果・状況について把握されていないことを表す。 

15. 「⑩ 租特の効果・達成目標の実現状況の将来予測」 
［予測あり］：租特による効果・達成目標の実現状況が予測されていることを表す。 
［予測なし］：当該効果・状況について予測されていないことを表す。 

16. 「⑪ 税収減是認の効果の実績確認」 
［説明あり］：税収減を是認するような効果が確認されていると説明されていることを表す。 
［説明なし］：当該効果が確認されていないと説明されている、又は、当該効果について説明されていないことを表す。 
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17. 「⑫ 税収減是認の効果の将来見込み」 
［説明あり］：税収減を是認するような効果が見込まれると説明されていることを表す。 
［説明なし］：当該効果が見込まれないと説明されている、又は、当該効果について説明されていないことを表す。 

18. 「⑬ 租特の手段をとる必要性・適切性」 
［説明あり］：補助金や規制など様々な政策手段がある中で、租特の手段をとることが必要かつ適切であることが説明されていることを表す。 
［説明なし］：当該内容が説明されていないことを表す。 

19. 「⑭ 他の政策手段との役割分担」 
［他の政策手段はない］：同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がないことを表す。 
［説明あり］：他の支援措置や義務付け等との適切かつ明確な役割分担が説明されていることを表す。 
［説明なし］：当該内容が説明されていないことを表す。 

20. 「【課題の説明】」 
各点検項目における評価の課題について、各府省からの補足説明も踏まえて記載している。 

21. 「＜点検結果表の別紙＞」 
各点検項目について、各府省からの補足説明等の内容を記載している。 
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内閣府 
 

 



  



公共施設等運営権の登録等に係る登録免許税の軽減措置の創設

ＰＦＩ事業を実施する民間事業者による大規模修繕に備えた準備金制度の創設

「国際戦略総合特区」における特例措置

地域活性化総合特区における特例措置の拡充

地域活性化総合特区の所得税における特例措置の対象事業の追加

ふるさと投資（地域活性化小口投資）促進税制

データセンター地域分散化促進税制の創設

災害に強く環境負荷低減等に資する物流効率化施設に係る割増償却制度の拡充及び延長

雨水貯留浸透利用施設に係る割増償却制度の延長

認定特定非営利活動法人への寄附金額が2000円を超え、寄附金控除が適用される場合、寄附金額の全額を寄附金控除対象額とす
る

認定特定非営利活動法人への寄附金控除の年末調整対象化

公益社団・財団法人への寄附金に係る税額控除制度の対象拡大（所得税）

公益社団・財団法人への寄附金額が2000円を超え、寄附金控除が適用される場合、寄附金額の全額を寄附金控除対象額とする

特定収入に係る消費税制上の所要の措置（消費税）

公益社団・財団法人への寄附金控除の年末調整対象化

子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置内閣16

内閣10

内閣11

内閣12

内閣13

内閣14

内閣15

内閣04

内閣05

内閣06

内閣07

内閣08

内閣09

番号 制度名

 内閣府

内閣01

内閣02

内閣03
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金融庁 
 

 



  



番号 制度名

自動発注サーバに係る非課税措置の創設

投資法人が買換特例等を適用した場合の導管性要件の判定式の見直し

火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実

企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充

「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業再生に対する「企業再生税制」と同等の措置の適用

投資信託・投資法人法制の見直しに係る所要の措置（海外不動産関係）

特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例

海外投資家振替社債利子等非課税制度の恒久化等

金融05

金融06

金融07

金融08

 金融庁

金融01

金融02

金融03

金融04
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復興庁 
 

 



  

 



番号 制度名

東日本大震災事業者再生支援機構の登録免許税に係る免除手続の簡素化

避難解除区域に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者を支援するための、機械等の特別償却等）の避難指示解除準備区域へ
の拡大（拡充）

避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援するための、機械等の特別償却等）の新規事業者への適用

復興整備計画に位置づけられた防災集団移転促進事業等の事業により移転・整備する住宅団地の用地に供するために、土地が収
用適格事業に相当するものとして制度上認められた枠組みにより地方公共団体に買い取られた場合における譲渡所得への5,000万
円特別控除の適用

「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業再生に対する「企業再生税制」と同等の措置の適用

「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業再生に対する「企業再生税制」と同等の措置の適用

復興02

復興03

復興04

復興05

復興06

 復興庁

復興01
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【復興01】

-138-



【復興01】

-139-



 

 
 

【復興01】

-140-



 

 
 

 

 
 

【復興01】

-141-



-142-

【復興02】



-143-

【復興02】



 

 
 

 

 
 

-144-

【復興02】



 

 
 

-145-

【復興02】



  

  

【復興03】

-146-



【復興03】

-147-



 

 
 

 

 
 

【復興03】

-148-



 

 
 

【復興03】

-149-



【復興04】

-150-



【復興04】

-151-



 

 
 

【復興04】

-152-



 

 
 

 

 
 

【復興04】

-153-



【復興05】

-154-



【復興05】

-155-



 

【復興05】

-156-



  

【復興05】

-157-



【復興06】

-158-



【復興06】

-159-



 

【復興06】

-160-



  

【復興06】

-161-



-162-



  

総務省 
 

 



  



番号 制度名

公共アプリケーション利活用促進税制の拡充及び延長

過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長

データセンター地域分散化促進税制の創設

海外投資家振替社債利子等非課税制度の恒久化（振替地方公共団体金融機構債分）

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置

技術研究組合の所得計算の特例

過疎地における営業所の住民税・事業税等の非課税措置の創設

総務07

総務08

総務01

総務02

総務03

総務04

総務05

総務06

 総務省

-163-



【総務01】

-164-



【総務01】

-165-



【総務01】

-166-



  

【総務01】

-167-



  

【総務01】

-168-



 

【総務01】

-169-



【総務02】

-170-



 

 
 

【総務02】

-171-



 

 
 

 

 
 

【総務02】

-172-



 

 
 

 

1   
 

【総務02】

-173-



 

 
 
 

【総務02】

-174-



 

【総務02】

-175-



。

。

【総務03】

-176-



【総務03】

-177-



  

【総務03】

-178-



 

【総務03】

-179-



【総務04】

-180-



【総務04】

-181-



【総務04】

-182-



【総務04】

-183-



 

【総務04】

-184-



【総務04】

-185-



【総務05】

-186-



 結論

【総務05】

-187-



【総務05】【総務05】

-188-



【総務05】

-189-



or

【総務05】【総務05】

-190-



R&D

R&D

GDP

GDP

GDP

【総務05】

-191-



 

  

 

【総務05】【総務05】

-192-



  

【総務05】

-193-



 

【総務05】【総務05】

-194-



【総務05】

-195-



【総務06】

-196-



【総務06】

-197-



 

 

 

 

【総務06】【総務06】

-198-



 

 

 

 

【総務06】

-199-



 

 

 

 

【総務06】【総務06】

-200-



 

 

 
 

 
 

【総務06】

-201-



 
 

 
 

【総務06】【総務06】

-202-



【総務06】

-203-



【総務07】

-204-



【総務07】

-205-



（別 紙）
 

【総務07】

-206-



  

【総務07】

-207-



【総務08】

-208-



 

【総務08】

-209-



 

【総務08】

-210-



  

財務省 
 

 



  



番号 制度名

特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例

 財務省

財務01

-211-



-212-

【財務01】



 

 
 

-213-

【財務01】



 

 
 

 

 

 
 

-214-

【財務01】



  

文部科学省 
 

 



  



番号 制度名

子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置

国立研究開発行政法人への寄附に係る税制措置

独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置

文科02

文科03

文科04

文科05

 文部科学省

文科01

-215-



【文科01】

-216-



 

【文科01】

-217-



  

【文科01】

-218-



 

【文科01】

-219-



【文科02】

-220-



  

【文科02】

-221-



【文科02】【文科02】【文科02】

-222-



【文科02】

-223-



or

【文科02】【文科02】【文科02】

-224-



R&D

R&D

GDP

GDP

GDP

【文科02】

-225-



 

 

 

 

【文科02】【文科02】【文科02】

-226-



 

 

 

 

【文科02】

-227-



 

 

【文科02】【文科02】【文科02】

-228-



【文科02】

-229-



【文科03】

-230-



【文科03】

-231-



  

【文科03】

-232-



  

【文科03】

-233-



  

【文科03】

-234-



  
 

 
 

【文科03】

-235-



 
 

 
 

【文科03】

-236-



【文科03】

-237-



【文科04】

-238-



  

【文科04】

-239-



 

【文科04】

-240-



【文科04】

-241-



【文科05】

-242-



 

  

 

  

【文科05】

-243-



 

 

【文科05】

-244-



  

厚生労働省 
 

 



  



番号 制度名

医療安全に資する医療機器等の導入に係る特別償却制度の適用期限の延長

高額な医療用機器に関する特別償却制度の適用期限の延長

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置

社会医療法人に対する寄附に係る寄附金控除等の創設

社会医療法人認定取消時の一括課税の見直し

社会保険診療報酬の所得計算の特例

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（グリーン投資減税）

サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長

パートタイム労働対策推進のための税制上の所要の措置

雇用促進税制の拡充

障害者の「働く場」に対する発注促進税制の拡充及び延長

グローバルリターン・雇用維持特別減税措置の創設

生活衛生関係営業者の事業活動の振興のための税制上の措置

商業・サービス中小企業活性化税制の創設

自然災害共済に係る異常危険準備金の積立率並びに洗替保証限度率の引き上げ

社会保険診療報酬の所得計算の特例

子ども・子育て関連３法に伴う税制上の所要の措置

厚労14

厚労15

厚労16

厚労17

厚労18

厚労19

厚労08

厚労09

厚労10

厚労11

厚労12

厚労13

厚労02

厚労03

厚労04

厚労05

厚労06

厚労07

 厚生労働省

厚労01

-245-



【厚労01】

-246-



  

【厚労01】

-247-



【厚労01】

-248-



  

【厚労01】

-249-



  

【厚労01】

-250-



【厚労01】

-251-



【厚労02】

-252-



【厚労02】

-253-



  

【厚労02】

-254-



 

【厚労02】

-255-



【厚労03】

-256-



  

【厚労03】

-257-



【厚労03】【厚労03】

-258-



【厚労03】

-259-



or

【厚労03】【厚労03】

-260-



R&D

R&D

GDP

GDP

GDP

【厚労03】

-261-



  

【厚労03】【厚労03】

-262-



  

【厚労03】

-263-



 

【厚労03】【厚労03】

-264-



【厚労03】

-265-



【厚労04】

-266-



【厚労04】

-267-



 

 
 

 

 
 

【厚労04】【厚労04】

-268-



 

 
 

 

 
 

【厚労04】

-269-



 

 
 

 

 
 

【厚労04】【厚労04】

-270-



 

 
 

 
 

 
 

【厚労04】

-271-



 
 

 
 

【厚労04】【厚労04】

-272-



【厚労04】

-273-



【厚労05】

-274-



 

 
 

 

 
 

【厚労05】

-275-



 

 
 

 

 
 

【厚労05】

-276-



 

  42,245 
  35,589 

               6,656 
24 3 31  

23

33.8% 5.1%  

 
 6,656 33.8% 2,250  

35,589  5.1% 1,815      4,065  

 

 

7.2% 5.6%
 

   2,250 7.2% 162  
   1,815 5.6%  102 264  

 

5 3
9.9/1000 23  

 162 5 9.9/1000 8  
   102 3 9.9/1000 3 11  
2  

 
172,400,000  
 39,812,799  

( )
(11.2%)( )  

22 ( ) (11,753
(104,630 )=11.2%) 

8 172,400,000 11.2% 154  
3  39,812,799 11.2%  13     167  

 

 

 
162  
102 264  

 

 
 

( 21 9 11 )
21 85

24.7%
24.7%

 
(2,250 162) 24.7 516  
(1,815 102) 24.7% 423  939  

 

 
  516  5 9.9/1000 26  
  423  3 9.9/1000 13  

 39  
 

264 39 303  
 

1/3 303 3 101  
 

 
1 77 1 2 46 2 3 12 3 8  

【厚労05】

-277-



附   府

【厚労06】

-278-



 

 
 

 

 
 

【厚労06】

-279-



 

 
 

 

23 4 59
 
20,588,425 14 1 348,956  
23,784,000 461   

 
90.3

21,476,952 416 1 51,627  
9.7

2,307,048 45 1 39,103  
24 14.9 1.6  

 
 

33 900 1,800
 

10 1,000  
 

 
22 3  
23 3  
24 3  
25 3  

23 3 24 3  
 

 
 

348,956 0.255 204 18,152,691  
 

 
51,627 2,000 0.33 208 59 204 11,778,052  

 
51,627 2,000 0.4 208 59 204 14,276,426  

 
 

 
39,103 0.1 204 797,701  

 
 

 

【厚労06】

-280-



【厚労06】

-281-



【厚労07】

-282-



  

【厚労07】

-283-



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【厚労07】

-284-



【厚労07】

-285-



【厚労08】

-286-



【厚労08】

-287-



 

 
 

 

 
 

【厚労08】

-288-



 

 
 

【厚労08】

-289-



【厚労09】【厚労09】

-290-



【厚労09】

-291-



【厚労09】【厚労09】

-292-



  

【厚労09】

-293-



  

【厚労09】【厚労09】

-294-



 

【厚労09】

-295-



投資額
税額控除

利用投資額
税額

控除額
投資額

特別償却
利用投資

額

特別償
却

実施額

特別
償却額

太陽光・風力 135380 59008 33634.6 2354.4 76372 51551.1 51551.1 13145.5 15499.9
新エネルギー利用設備 10815 3561 2029.8 142.1 7254 4896.5 1468.9 374.6 516.7
二酸化炭素排出抑制設備 511777 310011 176706.3 12369.4 201766 136192.1 40857.6 10418.7 22788.1
エネルギー使用合理化設備 19937 15351 8750.1 612.5 4586 3095.6 928.7 236.8 849.3
エネルギー使用制御設備 12180 9379 5346.0 374.2 2801 1890.7 567.2 144.6 518.9
合計 690089 397310 226466.7 15852.7 292779 197625.8 95373.5 24320.2 40172.9

投資額
税額控除

利用投資額
税額

控除額
投資額

特別償却
利用投資

額

特別償
却

実施額

特別
償却額

税額控除
利用投資

額

税額
控除額 百万円

太陽光・風力・コジェネ 177290.0 76942.0 43856.9 6578.5 100348.0 7526.1 7526.1 1919.2 60208.8 9031.3 17529.0
新エネルギー利用設備 19186.0 4566.0 2602.6 182.2 14620.0 1096.5 329.0 83.9 8772.0 614.0 880.1
二酸化炭素排出抑制設備 614688.0 374164.0 213273.5 14929.1 240524.0 18039.3 5411.8 1380.0 144314.4 10102.0 26411.2
エネルギー使用合理化設備 19937.0 15351.0 8750.1 612.5 4586.0 344.0 103.2 26.3 2751.6 192.6 831.4
エネルギー使用制御設備 12180.0 9379.0 5346.0 374.2 2801.0 210.1 63.0 16.1 1680.6 117.6 507.9
合計 843281 480402.0 273829.1 22676.6 362879.0 27215.9 13433.0 3425.4 217727.4 20057.6 46159.6

（太陽光、風
力、コジェネ）

税制
実施割合

黒字法人
比率

税率
メリット

法人税率

中小企業（控
除利用）

0.95 0.60 0.15

大企業
（控除利用）

0.80 0.75 0.15

大企業
（償却）

0.10 0.75 1.00 0.255

（それ以外）
税制

実施割合
黒字法人

比率
税率

メリット
法人税率

中小企業
（控除利用）

0.95 0.60 0.07

大企業
（控除利用）

0.80 0.75 0.07

大企業
（償却）

0.10 0.75 0.30 0.255

税制実施
割合

黒字法人
比率

税率
メリット

法人税率

中小企業
（控除利用）

0.95 0.60 0.07

大企業
（償却）

0.90 0.75 0.30 0.255

大企業
（償却、太陽
光・風力）

0.90 0.75 1.00 0.255

（別紙）平成25年度税制改正 減収見込額試算根拠

平年度の減収見込額

▲ 5987

減収
見込額

（平成25年度減収見込額
：百万円）

対象設備
全投資額

中小企業 大企業
減収

見込額

大企業中小企業
対象設備
全投資額

（平成24年度減収見込額
：百万円）

改正後

改正前

試
算
の
前
提
条
件

【厚労09】

-296-



【厚労09】

-297-



【厚労10】

-298-



【厚労10】

-299-



【厚労10】

-300-



【厚労10】

-301-



【厚労10】

-302-



 

 
 

【厚労10】

-303-



 

 
 

 

 
 

【厚労10】

-304-



 

 
 

【厚労10】

-305-



【厚労11】

-306-



 

 
 

【厚労11】

-307-



 

 
 

 

 
 

【厚労11】

-308-



【厚労11】

-309-



【厚労12】

-310-



 

 
 

【厚労12】

-311-



 

 
 

 

 
 

【厚労12】

-312-



 

 
 

 

 
 

【厚労12】

-313-



  

 

  

【厚労12】

-314-



 

 

【厚労12】

-315-



【厚労13】

-316-



【厚労13】

-317-



 

 
 

 

 
 

 

【厚労13】

-318-



 

 
 

 

 
 

【厚労13】

-319-



 

 
 

【厚労13】

-320-



【厚労13】

-321-



【厚労14】

-322-



 

【厚労14】

-323-



 

 
 

 

 
 

【厚労14】

-324-



 

 
 

 

 

【厚労14】

-325-



【厚労15】

-326-



【厚労15】

-327-



 

 
 

 

 
 

 

【厚労15】

-328-



 

 
 

 

 
 

【厚労15】

-329-



 

 
 

 

 
 

【厚労15】

-330-



【厚労15】

-331-



【厚労16】

-332-



【厚労16】

-333-



 

 
 

 

 
 

【厚労16】

-334-
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【厚労16】

-335-



 

 
 

【厚労16】

-336-



【厚労16】

-337-



【厚労17】

-338-



【厚労17】

-339-



 

 
 

 

 
 

【厚労17】

-340-



 

 
 

【厚労17】

-341-



【厚労18】

-342-



【厚労18】

-343-



 

 
 

 

 
 

【厚労18】

-344-



 

 
 

【厚労18】

-345-



【厚労19】

-346-



 

 
 

【厚労19】

-347-



 

 
 

 

 
 

【厚労19】

-348-



 

 
 

【厚労19】

-349-



-350-



  

農林水産省 
 

 



  



番号 制度名

特定農産加工品生産設備等の特別償却（米穀の新用途への利用の促進に関する法律）

農業経営基盤強化準備金及び準備金を活用して農用地等を取得した場合の課税の特例

特定地域における工業用機械等の特別償却（振興山村として指定された地区）

過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長

半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度の延長

離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る特別償却制度の延長

奄美群島における工業用機械等に係る特別償却制度の延長（奄美群島）

技術研究組合の所得計算の特例

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置

農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

金融商品取引法等の一部改正に伴う所要の税制措置

商業・サービス中小企業活性化税制

農林水産業等の税制対応を円滑化するための特例措置

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除

換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例（土地改良事業）

特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除農水24

農水18

農水19

農水20

農水21

農水22

農水23

農水12

農水13

農水14

農水15

農水16

農水17

農水06

農水07
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農水09

農水10

農水11

 農林水産省

農水01

農水02

農水03

農水04
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番号 制度名

農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（林地保有の合理化）

転廃業助成金等に係る課税の特例

特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例

特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例

特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例

特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例

特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例

特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例（漁業信用基金協会）

特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例（ジェイエフマリンバンク支援協会）

特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例

特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除農水36

農水30

農水31

農水32

農水33

農水34

農水35

農水25

農水26

農水27

農水28

農水29
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別添１

○「租税特別措置等により達成しようとする目標」についての考え方

１ 本措置を活用することが想定される意欲ある者について
本措置を活用し、林業経営規模を拡大し、効率的かつ安定的な林業経営を目指す

意欲ある者は、現状において一定規模以上の森林を保有している林家の一部である
と想定される。
このような意欲ある者を、５０ha以上の森林を保有している林家のうち、30％程

度と想定する。
２０１０年世界農林業センサス（組替集計）によれば、これらの者の保有する森

林面積は、３８万ha程度と試算される。
１２８万ha×３０％＝３８万ha
注：128万haは、50ha以上の森林 所有している林家の保有森林の総面積を

２ 「１」の意欲ある者が進める森林施業計画の作成の増加面積について
森林経営計画につながる、長期施業受委託契約が必要となる私有林における森

林組合の認定請求により作成された森林施業計画の作成率は、平成20年度 16％、
平成21年度 18％、平成22年度 19％と毎年度１％程度増加していることから、こ
の期間において 「１」の意欲ある者による森林経営計画につながる森林施業計、
画の作成率も、毎年度１％程度増加していると考えられる。
したがって 「１」の意欲ある者による森林経営計画につながる森林施業計画、

は、平成20～22年度にかけて毎年度３，８００ha程度増加しているものと考えら
れる。

３８万ha×１％＝３，８００ha ・・・・達成目標①に関する増加面積

○「租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況」についての検証

（ ）３ １ ・ ２ と本措置により譲渡された林地面積との関係について「 」「 」 別添1-別紙

本措置により譲渡された林地面積の実績は、
平成21年度 ７６３ha
平成22年度 １，３８３ha
平成23年度 ９６８ha（見込）
となっている。
アンケート結果から本税制の寄与度９３％を考慮した上で計算すると、これらは、
「１」の意欲ある者が、平成20～23年度にかけて森林経営計画につながる森林施業
計画を毎年度増加させた面積に対して、１９～３４％（平均２６％）に相当する。

１９％平成21年度 763ha ×93％÷3,800ha＝
平成22年度 1,383ha×93％÷3,800ha＝ 達成目標の実現状況３４％

(見込)平成23年度 968ha ×93％÷3,800ha＝２２４％

【農水25】
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別添３

林地保有の合理化に伴い実施される森林施業による効果（試算）

本措置により、林地の譲渡を受けた者は、森林施業計画（平成24年度以降は森林経営計
画を含む ）に基づき、最低でも５年間は、森林施業を継続するものとして試算した。。

【森林施業の実施に伴う雇用創出による税収】
平成23年3月林政審議会資料(バックデータ)(別添3-別紙)によ(施業種毎の雇用創出の効果)

り算出
○ 間伐による効果（ha当たり （４回の合計（30、40、50、60年生時に実施 ）） ）

６７．２人日/ha
○ 主伐による効果（ha当たり）

４６．７人日/ha
○ 造林・保育による効果（ha当たり）

８６．８人日/ha
○ 合計（間伐、主伐、造林・保育の計）

２００．７人日/ha

所得税（税率10% 、12,500円/人日は作業員の賃金（各年度の税収の見込み） ）
○ 平成21年度

（763ha÷80年）×200.7人日/ha×12,500円/人日×10％×5年＝11,964千円
○ 平成22年度

（ ）（ ）1,383ha÷80年 ×200.7人日/ha×12,500円/人日×10％×5年＝21,685千円 アア
○ 平成23年度

（968ha÷80年）×200.7人日/ha×12,500円/人日×10％×5年＝15,178千円
＊各年度の実績を80年で割る理由は、森林施業の１サイクル＝80年で割り、1年当たりの
金額を求めたもの。
＊作業員の賃金は （ 別紙）の人件費から算出。、 別添3-
（16,000円円/人日＋14,000円/人日）÷2÷1.2＝12,500円/人日

【森林施業の実施に伴う木材販売による税収】
平成23年３月 林政審議会資料（バックデータ）により算出（施業種毎の木材販売の効果）

○ 間伐による効果（ha当たり （４回の合計（30、40、50、60年生時に実施 ）） ）
１，９８０千円/ha

○ 主伐による効果（ha当たり）
３，５００千円/ha

○ 合計（間伐、主伐の計）
５，４８０千円/ha

消費税（税率5%）（各年度の税収の見込み）
○ 平成21年度

（763ha÷80年）×5,480千円×5％×5年＝13,066千円
○ 平成22年度

（イ）（1,383ha÷80年）×5,480千円×5％×5年＝23,684千円
○ 平成23年度

（968ha÷80年）×5,480千円×5％×5年＝16,577千円

（ ア）+（イ ）×税制の寄与度９３％【見込まれる税収増の合計】 （ ）
○ 平成21年度

23,277千円（11,964千円 ＋13,066千円）×93%＝
○ 平成22年度

（21,685千円 ＋23,684千円）×93%＝ 税収の増額42,193千円
（ ）○ 平成23年度 税収減を是認する効果

29,532千円（15,178千円 ＋16,577千円）×93%＝
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番号 制度名

独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置

ベンチャー企業の事業拡大に係る税制優遇措置の創設

創設時の登録免許税及び印紙税の課税免除措置の創設

課税済み原油等の精製過程で発生する非製品ガスに係る石油石炭税の還付制度の創設

探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

小規模会社の非上場株式等についての課税価格の計算の特例

信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減

保険会社等の異常危険準備金の延長

中小企業者等の法人税率の特例

金融商品取引法等の一部改正に伴う所要の税制措置

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の認定を受けて行う自社株対価ＴＯＢに応じた株主に係る株式譲渡所得
等の課税の繰延等

商業・サービス中小企業活性化税制

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（グリーン投資減税）

技術研究組合の所得計算の特例

バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例

非居住者等が受け取る振替社債の利子等に係る非課税化の恒久化

企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充

避難解除区域に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者を支援するための、機械等の特別償却等）の避難指示解除準備区域へ
の拡大（拡充）

避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援するための、機械等の特別償却等）の新規事業者への適用

車体課税の抜本的見直し（自動車税のグリーン化関連）

ガス供給業に係る大口需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置

経産05

経産06

経産07

経産08

経産09

経産10

 経済産業省

経産01

経産02

経産03

経産04

経産17

経産18

経産19

経産20

経産21

経産22

経産11

経産12

経産13

経産14

経産15

経産16

経産23
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番号 制度名

電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更

ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の変更

コージェネレーションに係る課税標準の特例措置

少額償却資産の固定資産税の課税客体からの除外措置

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置

低公害車の燃料等供給設備に係る課税標準の特例措置経産29

経産24

経産25

経産26

経産27

経産28

-550-
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【経産01】
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【経産01】

-553-



【経産02】
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【経産02】
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2
10

3
2 10

3
25

5

【経産02】
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【経産02】
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【経産03】
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【経産03】
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【経産03】
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【経産03】

-561-



 
2000  
4,200 66,780 2,700 42,930  

35.7  
 

 
24  

79.2  
24  

 
2000  
209,648 1999 216,214 2000  

3.13  
 

 
 

35.7 3.13 79.2  
 

6.94  

【経産03】

-562-



【経産03】

-563-



ついて

【経産04】

-564-



【経産04】

-565-



【経産04】

-566-



【経産04】

-567-



【経産05】

-568-



【経産05】

-569-



【経産05】

-570-



【経産05】

-571-



【経産05】

-572-



【経産05】

-573-



等

【経産06】

-574-



【経産06】

-575-



【経産06】

-576-



【経産06】

-577-



【経産06】

-578-



【経産06】

-579-



【経産07】

-580-



【経産07】

-581-



【経産07】

-582-



【経産07】

-583-



【経産08】

-584-



【経産08】

-585-



【経産08】

-586-



【経産08】

-587-



【経産09】

-588-



【経産09】

-589-



【経産09】

-590-



【経産09】

-591-



【経産10】

-592-



【経産10】

-593-



2.0%

28.0%

3.9%

51.8%

17 9%

27.2%

17.2%

11 3%

2.2%

5.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

【経産10】
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【経産10】
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【経産10】
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【経産11】
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【経産11】
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【経産11】

-600-



【経産11】
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【経産12】

-602-



【経産12】

-603-



【経産12】

-604-



【経産12】

-605-



【経産13】

-606-



【経産13】

-607-



【経産13】

-608-



【経産13】

-609-



【経産14】

-610-



【経産14】

-611-



【経産14】【経産14】

-612-



【経産14】

-613-



or

【経産14】【経産14】
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R&D

R&D

GDP

GDP

GDP

【経産14】
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【経産14】【経産14】
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【経産14】
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【経産14】【経産14】
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【経産14】

-619-



【経産15】【経産15】

-620-



【経産15】

-621-



【経産15】【経産15】【経産15】

-622-



【経産15】【経産15】

-623-



【経産15】【経産15】【経産15】
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【経産15】【経産15】
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投資額
税額控除

利用投資額
税額

控除額
投資額

特別償却
利用投資

額

特別償
却

実施額

特別
償却額

太陽光・風力 135380 59008 33634.6 2354.4 76372 51551.1 51551.1 13145.5 15499.9
新エネルギー利用設備 10815 3561 2029.8 142.1 7254 4896.5 1468.9 374.6 516.7
二酸化炭素排出抑制設備 511777 310011 176706.3 12369.4 201766 136192.1 40857.6 10418.7 22788.1
エネルギー使用合理化設備 19937 15351 8750.1 612.5 4586 3095.6 928.7 236.8 849.3
エネルギー使用制御設備 12180 9379 5346.0 374.2 2801 1890.7 567.2 144.6 518.9
合計 690089 397310 226466.7 15852.7 292779 197625.8 95373.5 24320.2 40172.9

投資額
税額控除

利用投資額
税額

控除額
投資額

特別償却
利用投資

額

特別償
却

実施額

特別
償却額

税額控除
利用投資

額

税額
控除額 百万円

太陽光・風力・コジェネ 177290.0 76942.0 43856.9 6578.5 100348.0 7526.1 7526.1 1919.2 60208.8 9031.3 17529.0
新エネルギー利用設備 19186.0 4566.0 2602.6 182.2 14620.0 1096.5 329.0 83.9 8772.0 614.0 880.1
二酸化炭素排出抑制設備 614688.0 374164.0 213273.5 14929.1 240524.0 18039.3 5411.8 1380.0 144314.4 10102.0 26411.2
エネルギー使用合理化設備 19937.0 15351.0 8750.1 612.5 4586.0 344.0 103.2 26.3 2751.6 192.6 831.4
エネルギー使用制御設備 12180.0 9379.0 5346.0 374.2 2801.0 210.1 63.0 16.1 1680.6 117.6 507.9
合計 843281 480402.0 273829.1 22676.6 362879.0 27215.9 13433.0 3425.4 217727.4 20057.6 46159.6

（太陽光、風
力、コジェネ）

税制
実施割合

黒字法人
比率

税率
メリット

法人税率

中小企業（控
除利用）

0.95 0.60 0.15

大企業
（控除利用）

0.80 0.75 0.15

大企業
（償却）

0.10 0.75 1.00 0.255

（それ以外）
税制

実施割合
黒字法人

比率
税率

メリット
法人税率

中小企業
（控除利用）

0.95 0.60 0.07

大企業
（控除利用）

0.80 0.75 0.07

大企業
（償却）

0.10 0.75 0.30 0.255

税制実施
割合

黒字法人
比率

税率
メリット

法人税率

中小企業
（控除利用）

0.95 0.60 0.07

大企業
（償却）

0.90 0.75 0.30 0.255

大企業
（償却、太陽
光・風力）

0.90 0.75 1.00 0.255

（別紙）平成25年度税制改正 減収見込額試算根拠

平年度の減収見込額

▲ 5987

減収
見込額

（平成25年度減収見込額
：百万円）

対象設備
全投資額

中小企業 大企業
減収

見込額

大企業中小企業
対象設備
全投資額

（平成24年度減収見込額
：百万円）

改正後

改正前

試
算
の
前
提
条
件

【経産15】
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【経産15】【経産15】
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【経産16】
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（別 紙）【経産16】
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【経産17】
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【経産17】
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【経産18】
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【経産18】
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【経産18】

-640-



【経産18】
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【経産19】
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【経産19】
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【経産19】
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【経産19】
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つ

果

【経産20】

-646-



【経産20】
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【経産20】
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【経産20】
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【経産21】
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【経産21】
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【経産21】
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【経産21】
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【経産22】
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【経産22】
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【経産22】
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【経産22】
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【経産22】
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【経産22】
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【経産23】
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【経産23】
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【経産23】
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【経産23】
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【経産24】
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【経産24】
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【経産24】
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【経産24】
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【経産25】
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【経産25】
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【経産25】
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【経産25】
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【経産26】
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【経産26】
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【経産26】
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【経産26】
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【経産27】
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【経産27】

-677-



【経産27】
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【経産27】
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【経産28】
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【経産28】
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【経産28】
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【経産28】
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【経産28】
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【経産28】
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【経産28】
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【経産28】
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【経産29】



-689-

【経産29】



  

設備額 施設数 平成１7年度 平成１8年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計

（百万円）
減価
償却

減収額
（百万円）

減価
償却

減収額
（百万円）

減価
償却

減収額
（百万円）

減価
償却

減収額
（百万円）

減価
償却

減収額
（百万円）

減価
償却

減収額
（百万円）

減価
償却

減収額
（百万円）

減価
償却

減収額
（百万円）

減価
償却

減収額
（百万円）

減価
償却

減収額
（百万円）

（百万円）

H17FY 天然ガス充てん設備 100 42 0.9 17.6 0.8 15.7 0.7 13.7 0
取得分 水素充てん設備 250 0 0.9 0 0.8 0 0.7 0 0

小 計 17.6 15.7 13.7 0

H18FY 天然ガス充てん設備 100 24 0.9 10.1 0.8 9 0.7 7.8 0
取得分 水素充てん設備 250 2 0.9 2.1 0.8 1.9 0.7 1.6 0

小 計 12.2 10.9 9.4 0

H19FY 天然ガス充てん設備 100 8 0.9 3.4 0.8 3 0.7 2.6 2.6
取得分 水素充てん設備 250 1 0.9 1.1 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8

小 計 4.5 3.9 3.4 3.4

H20FY 天然ガス充てん設備 100 19 0.9 8 0.8 7.1 0.7 6.2 13.3
取得分 水素充てん設備 250 0 0.9 0 0.8 0 0.7 0 0

小 計 8 7.1 6.2 13.3

H21FY 天然ガス充てん設備 100 5 0.9 2.1 0.8 1.9 0.7 1.6 5.6

取得分 水素充てん設備 250 3 0.9 3.2 0.8 2.8 0.7 2.5 8.5

小 計 5.3 4.7 4.1 14.1

H22FY 天然ガス充てん設備 100 6 0.9 2.5 0.8 2.2 0.7 2 6.7

取得分 水素充てん設備 250 4 0.9 4.2 0.8 3.7 0.7 3.3 11.2

小 計 6.7 5.9 5.3 17.9

H23FY 天然ガス充てん設備 100 12 0.9 5 0.8 4.5 0.7 3.9 9.5

取得分 水素充てん設備 250 3 0.9 3.2 0.8 2.8 0.7 2.5 6

小 計 8.2 7.3 6.4 15.5

H24FY 天然ガス充てん設備 100 15 0.9 6.3 0.8 5.6 0.7 4.9 11.2

取得分 水素充てん設備 250 5 0.9 5.3 0.8 4.7 0.7 4.1 9.4

小 計 11.6 10.3 9 20.6

H25FY 天然ガス充てん設備 100 15 0.9 6.3 0.8 5.6 5.6

取得分 水素充てん設備 350 17 0.9 25 0.8 22.2 22.2

小 計 31.3 27.8 27.8

H26FY 天然ガス充てん設備 100 28 0.9 11.8 11.8

取得分 水素充てん設備 350 31 0.9 45.6 45.6

小 計 57.4 57.4

合 計 17.6 27.9 29.1 21.3 15.8 17.6 18.2 24.2 48 94.2

※ 水素重点設備の金額は、H24FYまでは試験用の2.5億円、H25FYからは商用の3.5億円を適用

低公害車の燃料等供給設備に係る課税標準の特例措置

（ 減 税 見 込 ）

※ 減収額 ＝ 設備額 × 減価償却 × 特例措置《１／３》 × 税率《１．４ ／ １００》 × 施設数
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国土交通省 
 

 



  



番号 制度名

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置

ＰＦＩ事業を実施する民間事業者による大規模修繕に備えた準備金制度の創設

災害に強く環境負荷低減等に資する物流効率化施設に係る割増償却制度の拡充及び延長

過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長

特定地域における工業用機械等の特別償却（振興山村として指定された地区）

半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度の延長

離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る特別償却制度の延長

奄美群島における工業用機械等に係る特別償却制度の延長

投資法人が買換特例等を適用した場合の導管性要件の判定式の見直し

投資信託・投資法人法制の見直しに係る所要の措置（海外不動産関係）

関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の延長

復興整備計画に位置づけられた防災集団移転促進事業等の事業により移転・整備する住宅団地の用地に供するために、土地が収
用適格事業に相当するものとして制度上認められた枠組みにより地方公共団体に買い取られた場合における譲渡所得への5,000万
円特別控除の適用

都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長

認定事業用地適正化計画に基づく土地等の交換等に係る特例措置の延長

認定集約都市開発事業に係る買換え特例等の創設

市街地再開発事業により建築された施設建築物の取得者に対する割増償却制度の延長

都市計画事業認可の前においても収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除等を受けられる事業の拡充

特定緑地管理機構に係る緑地管理機構の課税の特例措置の拡充

雨水貯留浸透利用施設に係る割増償却制度の延長

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（グリーン投資減税）

海外投資家振替社債利子等非課税制度の恒久化

サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長国交23

国交17

国交18

国交19

国交20

国交21

国交22

国交11

国交12

国交13

国交14

国交15

国交16

国交05

国交06

国交07

国交08

国交09

国交10

 国土交通省

国交01

国交02

国交03

国交04
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番号 制度名

バリアフリー法に基づく認定特定建築物に係る特例措置の延長

対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例（トン数標準税制）の拡充

船舶に係る特別償却制度の延長

国交24

国交25

国交26
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【国交01】
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【国交01】
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【国交01】【国交01】
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【国交01】
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or

【国交01】【国交01】
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R&D

R&D

GDP

GDP

GDP

【国交01】

-703-



  

【国交01】【国交01】

-704-



  

【国交01】

-705-



 

【国交01】【国交01】

-706-



【国交01】

-707-



【国交02】

-708-



【国交02】

-709-



  

【国交02】

-710-



  

【国交02】

-711-



  

【国交02】

-712-



  
 

 
 

【国交02】

-713-



 
 

 
 

【国交02】

-714-



【国交02】

-715-



【国交03】

-716-



 

【国交03】

-717-



  

【国交03】

-718-



 

【国交03】

-719-



【国交04】

-720-



 

【国交04】

-721-



  

【国交04】

-722-



 

【国交04】

-723-



【国交05】

-724-



【国交05】

-725-



  

【国交05】

-726-



 

1

【国交05】

-727-



【国交05】

-728-



 

【国交05】

-729-



。

【国交06】

-730-



 

【国交06】

-731-



  

【国交06】

-732-



  

【国交06】

-733-



 

【国交06】

-734-



別添２

【国交06】

-735-



、

【国交07】

-736-



【国交07】

-737-



【国交07】

-738-



 

【国交07】

-739-



  

【国交07】

-740-



 

【国交07】

-741-



【国交08】

-742-



【国交08】

-743-



 

【国交08】

-744-



  

【国交08】

-745-



【国交09】

-746-



【国交09】

-747-



 

【国交09】

-748-



  

【国交09】

-749-



【国交10】

-750-



【国交10】

-751-



  

【国交10】

-752-



 

【国交10】

-753-



【国交11】

-754-



 

【国交11】

-755-



  

【国交11】

-756-



 

【国交11】

-757-



【国交12】

-758-



【国交12】

-759-



 

【国交12】

-760-



  

【国交12】

-761-



 

【国交12】

-762-



 

【国交12】

-763-



-764-

【国交13】



-765-

【国交13】



  

-766-

【国交13】



 

-767-

【国交13】



【国交14】

-768-



【国交14】

-769-



 

【国交14】

-770-



  

【国交14】

-771-



 

【国交14】

-772-



 

【国交14】

-773-



【国交15】

-774-



-775-

【国交15】



 

【国交15】

-776-



  

【国交15】

-777-



 

【国交15】

-778-



 

【国交15】

-779-



【国交16】

-780-



【国交16】

-781-



  

【国交16】

-782-



 

【国交16】

-783-



【国交17】

-784-



【国交17】

-785-



  

【国交17】

-786-



 

【国交17】

-787-



【国交18】

-788-



【国交18】

-789-



 

【国交18】

-790-



  

【国交18】

-791-



【国交19】

-792-



【国交19】

-793-



 

【国交19】

-794-



  

【国交19】

-795-



【国交20】

-796-



 

【国交20】

-797-



  

【国交20】

-798-



  

【国交20】

-799-



H22 27 2% 72 8% H23

H20 H22

50

H25 H26
6 H18 H23

H25 H26
y=0.8571x-1416.6

H25=308 H26=310

1
H25 308 5,406 0.0083 0.255 3,524
H26 310 5,406 0.0083 0.255 3,547

1

1

1 5,406

0 083 10 0 0083 30

40 3 31 15

25 5

H25 26
4 H20 H21

y=7.9x-15844
H25=59 H26=66

1
H25 59 14,293 0.0250 0.255 5,376
H26 66 14,293 0.0250 0.255 6,014
1

1

1 14,293

0 250 10 0 0250 10

25 5

H25
308 3,524
59 5,376

367 8,900

H26
310 3,547
66 6,014

376 9,561

【国交20】

-800-



【国交20】

-801-



【国交21】【国交21】

-802-



【国交21】

-803-



【国交21】【国交21】【国交21】

-804-



  

【国交21】【国交21】

-805-



  

【国交21】【国交21】【国交21】

-806-



 

【国交21】【国交21】

-807-



投資額
税額控除

利用投資額
税額

控除額
投資額

特別償却
利用投資

額

特別償
却

実施額

特別
償却額

太陽光・風力 135380 59008 33634.6 2354.4 76372 51551.1 51551.1 13145.5 15499.9
新エネルギー利用設備 10815 3561 2029.8 142.1 7254 4896.5 1468.9 374.6 516.7
二酸化炭素排出抑制設備 511777 310011 176706.3 12369.4 201766 136192.1 40857.6 10418.7 22788.1
エネルギー使用合理化設備 19937 15351 8750.1 612.5 4586 3095.6 928.7 236.8 849.3
エネルギー使用制御設備 12180 9379 5346.0 374.2 2801 1890.7 567.2 144.6 518.9
合計 690089 397310 226466.7 15852.7 292779 197625.8 95373.5 24320.2 40172.9

投資額
税額控除

利用投資額
税額

控除額
投資額

特別償却
利用投資

額

特別償
却

実施額

特別
償却額

税額控除
利用投資

額

税額
控除額 百万円

太陽光・風力・コジェネ 177290.0 76942.0 43856.9 6578.5 100348.0 7526.1 7526.1 1919.2 60208.8 9031.3 17529.0
新エネルギー利用設備 19186.0 4566.0 2602.6 182.2 14620.0 1096.5 329.0 83.9 8772.0 614.0 880.1
二酸化炭素排出抑制設備 614688.0 374164.0 213273.5 14929.1 240524.0 18039.3 5411.8 1380.0 144314.4 10102.0 26411.2
エネルギー使用合理化設備 19937.0 15351.0 8750.1 612.5 4586.0 344.0 103.2 26.3 2751.6 192.6 831.4
エネルギー使用制御設備 12180.0 9379.0 5346.0 374.2 2801.0 210.1 63.0 16.1 1680.6 117.6 507.9
合計 843281 480402.0 273829.1 22676.6 362879.0 27215.9 13433.0 3425.4 217727.4 20057.6 46159.6

（太陽光、風
力、コジェネ）

税制
実施割合

黒字法人
比率

税率
メリット

法人税率

中小企業（控
除利用）

0.95 0.60 0.15

大企業
（控除利用）

0.80 0.75 0.15

大企業
（償却）

0.10 0.75 1.00 0.255

（それ以外）
税制

実施割合
黒字法人

比率
税率

メリット
法人税率

中小企業
（控除利用）

0.95 0.60 0.07

大企業
（控除利用）

0.80 0.75 0.07

大企業
（償却）

0.10 0.75 0.30 0.255

税制実施
割合

黒字法人
比率

税率
メリット

法人税率

中小企業
（控除利用）

0.95 0.60 0.07

大企業
（償却）

0.90 0.75 0.30 0.255

大企業
（償却、太陽
光・風力）

0.90 0.75 1.00 0.255

（別紙）平成25年度税制改正 減収見込額試算根拠

平年度の減収見込額

▲ 5987

減収
見込額

（平成25年度減収見込額
：百万円）

対象設備
全投資額

中小企業 大企業
減収

見込額

大企業中小企業
対象設備
全投資額

（平成24年度減収見込額
：百万円）

改正後

改正前

試
算
の
前
提
条
件

【国交21】

-808-



【国交21】【国交21】

-809-



【国交22】

-810-



【国交22】

-811-



  

【国交22】

-812-



 

【国交22】

-813-



【国交23】

-814-



【国交23】

-815-



【国交23】

-816-



【国交23】

-817-



【国交23】

-818-



 

【国交23】

-819-



  

【国交23】

-820-



  

【国交23】

-821-



【国交24】

-822-



【国交24】

-823-



【国交24】

-824-



【国交24】

-825-



【国交24】

-826-



 

【国交24】

-827-



-828-

【国交25】



  

 

    

-829-

【国交25】



-830-

【国交25】



-831-

【国交25】



-832-

【国交25】



-833-

【国交25】



【国交26】

-834-



【国交26】

-835-



 

【国交26】

-836-



  

【国交26】

-837-



  

【国交26】

-838-



 

【国交26】

-839-



 

-840-



  

環境省 
 

 



  



番号 制度名

特定の基金に対する負担金の損金算入（産廃適正処理センターに係る産業廃棄物適正処理推進基金）

廃棄物処理業用設備に係る法定耐用年数の短縮

汚染廃棄物等の処理施設の設置に係る簡易証明書制度（譲渡所得の課税の特例）

独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（グリーン投資減税）

バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例

コージェネレーションに係る課税標準の特例措置

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置

環境08

環境09

環境02

環境03

環境04

環境05

環境06

環境07

 環境省

環境01

-841-



【環境01】

-842-



 

 
 

【環境01】

-843-



 

 
 

 

 
 

【環境01】

-844-



 

 
 

1 

 

【環境01】

-845-



 
1. 1 10t  
2.  

15 16  
18 10  
20 18  
22 21  

3.  
13 8 72

1 3 45 42 22 2 15  
4.  

22

1 

 

【環境01】

-846-



【環境01】

-847-



【環境02】

-848-



【環境02】

-849-



 

 
 

【環境02】

-850-



 

 
 

 

 
 

【環境02】

-851-



【環境03】

-852-



 

 
 

【環境03】

-853-



 

 
 

 

 
 

【環境03】

-854-



【環境03】

-855-



【環境04】

-856-



 

 
 

 

 
 

【環境04】

-857-



 

 
 

【環境04】

-858-



【環境04】

-859-



【環境05】

-860-



  

【環境05】

-861-



【環境05】【環境05】

-862-



【環境05】

-863-



or

【環境05】【環境05】

-864-



R&D

R&D

GDP

GDP

GDP

【環境05】

-865-



  

【環境05】【環境05】

-866-



  

【環境05】

-867-



  

【環境05】【環境05】

-868-



【環境05】

-869-



【環境06】【環境06】

-870-



【環境06】

-871-



【環境06】【環境06】【環境06】

-872-



  

【環境06】【環境06】

-873-



  

【環境06】【環境06】【環境06】

-874-



 

【環境06】【環境06】

-875-



投資額
税額控除

利用投資額
税額

控除額
投資額

特別償却
利用投資

額

特別償
却

実施額

特別
償却額

太陽光・風力 135380 59008 33634.6 2354.4 76372 51551.1 51551.1 13145.5 15499.9
新エネルギー利用設備 10815 3561 2029.8 142.1 7254 4896.5 1468.9 374.6 516.7
二酸化炭素排出抑制設備 511777 310011 176706.3 12369.4 201766 136192.1 40857.6 10418.7 22788.1
エネルギー使用合理化設備 19937 15351 8750.1 612.5 4586 3095.6 928.7 236.8 849.3
エネルギー使用制御設備 12180 9379 5346.0 374.2 2801 1890.7 567.2 144.6 518.9
合計 690089 397310 226466.7 15852.7 292779 197625.8 95373.5 24320.2 40172.9

投資額
税額控除

利用投資額
税額

控除額
投資額

特別償却
利用投資

額

特別償
却

実施額

特別
償却額

税額控除
利用投資

額

税額
控除額 百万円

太陽光・風力・コジェネ 177290.0 76942.0 43856.9 6578.5 100348.0 7526.1 7526.1 1919.2 60208.8 9031.3 17529.0
新エネルギー利用設備 19186.0 4566.0 2602.6 182.2 14620.0 1096.5 329.0 83.9 8772.0 614.0 880.1
二酸化炭素排出抑制設備 614688.0 374164.0 213273.5 14929.1 240524.0 18039.3 5411.8 1380.0 144314.4 10102.0 26411.2
エネルギー使用合理化設備 19937.0 15351.0 8750.1 612.5 4586.0 344.0 103.2 26.3 2751.6 192.6 831.4
エネルギー使用制御設備 12180.0 9379.0 5346.0 374.2 2801.0 210.1 63.0 16.1 1680.6 117.6 507.9
合計 843281 480402.0 273829.1 22676.6 362879.0 27215.9 13433.0 3425.4 217727.4 20057.6 46159.6

（太陽光、風
力、コジェネ）

税制
実施割合

黒字法人
比率

税率
メリット

法人税率

中小企業（控
除利用）

0.95 0.60 0.15

大企業
（控除利用）

0.80 0.75 0.15

大企業
（償却）

0.10 0.75 1.00 0.255

（それ以外）
税制

実施割合
黒字法人

比率
税率

メリット
法人税率

中小企業
（控除利用）

0.95 0.60 0.07

大企業
（控除利用）

0.80 0.75 0.07

大企業
（償却）

0.10 0.75 0.30 0.255

税制実施
割合

黒字法人
比率

税率
メリット

法人税率

中小企業
（控除利用）

0.95 0.60 0.07

大企業
（償却）

0.90 0.75 0.30 0.255

大企業
（償却、太陽
光・風力）

0.90 0.75 1.00 0.255

（別紙）平成25年度税制改正 減収見込額試算根拠

平年度の減収見込額

▲ 5987

減収
見込額

（平成25年度減収見込額
：百万円）

対象設備
全投資額

中小企業 大企業
減収

見込額

大企業中小企業
対象設備
全投資額

（平成24年度減収見込額
：百万円）

改正後

改正前

試
算
の
前
提
条
件

【環境06】

-876-



【環境06】【環境06】

-877-



【環境07】

-878-



【環境07】

-879-



 

【環境07】

-880-



  

【環境07】

-881-



 

【環境07】

-882-



【環境07】

-883-



【環境08】

-884-



 

【環境08】

-885-



  

 

【環境08】

-886-



【環境08】

-887-



【環境09】

-888-



【環境09】

-889-



 

 
 

 

 
 

【環境09】

-890-



 

 
 

 

 
 

【環境09】

-891-



 

 
 

 

 
 

【環境09】

-892-



 

 
 

 
 

 
 

【環境09】

-893-



 
 

 
 

【環境09】

-894-



  

防衛省



  

 
 

 



番号 制度名

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除

交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除防衛04

 防衛省

防衛01

防衛02

防衛03

-895-



【防衛01】

-896-



【防衛01】 

-897-



【防衛01】

-898-



【防衛01】 

-899-



【防衛01】

-900-



【防衛01】 

-901-



【防衛01】

-902-



【防衛01】 

-903-



【防衛02】

-904-



【防衛02】

-905-



【防衛02】

-906-



【防衛02】

-907-



【防衛02】

-908-



 
 

 
 

【防衛02】

-909-



 
 

 
 

【防衛02】

-910-



 
 

 
 

【防衛02】

-911-



【防衛03】

-912-



【防衛03】

-913-



【防衛03】

-914-



【防衛03】

-915-



 
 

 
 

【防衛03】

-916-



 
 

 
 

【防衛03】

-917-



 
 

【防衛03】

-918-



【防衛03】

-919-



【防衛04】 

-920-



【防衛04】

-921-



【防衛04】 

-922-



【防衛04】

-923-



 
 

 
 

【防衛04】 

-924-



 
 

 
 

【防衛04】

-925-



 
 

【防衛04】 

-926-



-927-



 

３ 点検項目ごとの評価の実施状況表 

 

租特に係る政策評価を「事前評価（新設）」、「事前評価（拡充・延長等(注１)）」及び「事後評価」の３つに分類し、点検結果表に

おける点検項目ごとの評価の実施状況の区分別件数及びそのうち課題等(注２)があった件数を府省別に整理(注３)している。 

なお、各分類に係る評価が実施されていない府省については、表に記載していない。 

 

（注１）租特の「拡充」、「延長」又は「拡充・延長」に係る評価が該当する。 

(注２) 「課題あり」 

：評価書の説明・分析に疑問点・問題点等があるもの、又は点検過程で新たに示された補足説明によっても疑問点・問題点等の一部が残るもの。点検結果表の

課題欄では「○」、又は「○※ 」と記載している。 

「課題なし」 

   ：評価書において評価に求められる一定水準の説明が行われているもの、又は点検過程で新たに示された補足説明により評価書上の課題が解消したもの。点検

結果表の課題欄では無印、又は「※」と記載している。 

「うち補足説明によるもの」 

   ：点検過程で新たに示された補足説明により評価書上の課題が解消したもの。点検結果表の課題欄では「※」と記載している。 

 （注３）独立行政法人改革に伴う法人の名称変更等に係る評価（４件）は除いている。 
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① 政策目的の根拠及び政策体系における政策目的の位置付けが明らかにされているか。

○ 事前評価（新設）

府省名 件数 明らか

明らかでない

課題なし

うち 課題あり
補足説明

内閣府
金融庁
復興庁
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

合 計

○ 事前評価（拡充・延長等）

府省名

8
3
1
2
1
7
3
12
4
3

44

件数

5
0
0
2
0
2
3
9
1
2

24

明らか

によるもの

3 3 0
3 3 0
1 0 0
0 0 0
1 1 0
2 2 3
0 0 0
1 1 2
3 2 0
1 1 0

15 13 5

明らかでない

課題なし

うち 課題あり
補足説明

内閣府

金融庁

復興庁

総務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

合 計

○ 事後評価

府省名

8

4

5

6

2

11

11

16

22

4

89

件数

6

3

0

6

2

11

11

15

16

4

74

明らか

によるもの

2 2 0

1 1 0

5 3 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0

6 6 0

0 0 0

15 13 0

明らかでない

課題なし

うち 課題あり
補足説明

金融庁

財務省

厚生労働省

農林水産省

環境省

防衛省

合 計

1

1

1

22

1

4

30

0

1

1

22

1

4

29

によるもの

1 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0
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② 所期の目標（直近の新設、拡充又は延長の要望を行った際に想定していた達成目標）が既に達成されていないかが説明されているか。

○ 事前評価（新設）

府省名 件数

達成されていない

課題なし

うち 課題あり

達成されている

課題なし

うち 課題あり

説明なし

課題なし

うち 課題あり

点検
対象外

補足説明 補足説明 補足説明

内閣府
金融庁
復興庁
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

合 計

○ 事前評価（拡充・延長等）

府省名

8
3
1
2
1
7
3
12
4
3

44

件数

によるもの

― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―

― ― ―

達成されていない

課題なし

うち 課題あり

によるもの

― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―

― ― ―

達成されている

課題なし

うち 課題あり

によるもの

― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―

― ― ―

説明なし

課題なし

うち 課題あり

8
3
1
2
1
7
3
12
4
3

44

補足説明 補足説明 補足説明

内閣府

金融庁

復興庁

総務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

合 計

○ 事後評価

府省名

8

4

5

6

2

11

11

16

22

4

89

件数

によるもの

2 0 0

0 0 0

0 0 0

5 3 0

2 2 0

3 3 1

9 3 0

4 3 0

6 2 0

2 2 0

33 18 1

達成されていない

課題なし

うち 課題あり

によるもの

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0

1 0 0

1 1 0

2 0 0

0 0 0

5 2 0

達成されている

課題なし

うち 課題あり

によるもの

3 3 3

3 3 1

3 3 2

1 1 0

0 0 0

3 3 3

1 1 0

9 9 2

11 11 3

1 1 1

35 35 15

説明なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明 補足説明

金融庁

財務省

厚生労働省

農林水産省

環境省

防衛省

合 計

1

1

1

22

1

4

30

によるもの

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 1 0

0 0 0

0 0 0

3 1 0

によるもの

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 1

0 0 0

0 0 0

1 0 1

によるもの

1 1 0

1 0 0

0 0 1

17 17 0

1 1 0

4 4 0

24 23 1
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③ 達成目標及び当該目標に係る測定指標が設定されているか。

○ 事前評価（新設）

定量化

課題なし
府省名 件数

うち 課題あり

定性的記述

課題なし

うち 課題あり

説明なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明 補足説明

によるもの

内閣府 8 0 0 6 0
金融庁 3 0 0 3 0
復興庁 1 0 0 1 0
総務省 2 0 0 2 0
文部科学省 1 0 0 0 0
厚生労働省 7 0 0 5 0
農林水産省 3 0 0 3 0
経済産業省 12 2 1 8 0
国土交通省 4 0 0 4 0
環境省 3 0 0 2 1

合 計 44 2 1 34 1

○ 事前評価（拡充・延長等）

定量化

課題なし
府省名 件数

うち 課題あり

によるもの

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1

定性的記述

課題なし

うち

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

2

課題あり

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

によるもの

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

説明なし

課題なし

うち

1
0
0
0
1
2
0
0
0
0

4

課題あり
補足説明 補足説明 補足説明

によるもの

内閣府 8 0 0 8 0

金融庁 4 0 0 3 0

復興庁 5 0 0 0 0

総務省 6 3 1 3 0

文部科学省 2 2 0 0 0

厚生労働省 11 2 0 9 0

農林水産省 11 4 1 7 0

経済産業省 16 3 0 9 0

国土交通省 22 3 1 19 0

環境省 4 2 0 2 0

合 計 89 19 3 60 0

○ 事後評価

定量化

課題なし
府省名 件数

うち 課題あり

によるもの

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

定性的記述

課題なし

うち

0

1

5

0

0

0

0

3

0

0

9

課題あり

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

によるもの

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

説明なし

課題なし

うち

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

課題あり
補足説明 補足説明 補足説明

によるもの

金融庁 1 1 1 0 0

財務省 1 1 0 0 0

厚生労働省 1 0 0 1 0

農林水産省 22 5 3 9 7

環境省 1 0 0 1 0

防衛省 4 0 0 0 0

合 計 30 7 4 11 7

によるもの

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

4

4

によるもの

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0
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④ 過去の実績について、適用数等が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に把握されているか。

○ 事前評価（新設）

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

定性的記述

課題なし

うち 課題あり

把握なし

課題なし

うち 課題あり

点検
対象外

補足説明 補足説明 補足説明 補足説明
によるもの によるもの

内閣府 8 ― ― ― ― ― ― ―
金融庁 3 ― ― ― ― ― ― ―
復興庁 1 ― ― ― ― ― ― ―
総務省 2 ― ― ― ― ― ― ―
文部科学省 1 ― ― ― ― ― ― ―
厚生労働省 7 ― ― ― ― ― ― ―
農林水産省 3 ― ― ― ― ― ― ―
経済産業省 12 ― ― ― ― ― ― ―
国土交通省 4 ― ― ― ― ― ― ―
環境省 3 ― ― ― ― ― ― ―

合 計 44 ― ― ― ― ― ― ―

○ 事前評価（拡充・延長等）

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

によるもの

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

定性的記述

課題なし

うち

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

課題あり

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

によるもの

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

把握なし

課題なし

うち

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

課題あり

8
3
1
2
1
7
3
12
4
3

44

補足説明 補足説明 補足説明 補足説明
によるもの によるもの

内閣府 8 4 0 0 0 0 0 0

金融庁 4 1 1 1 0 0 0 0

復興庁 5 0 0 0 0 0 0 0

総務省 6 6 2 0 0 0 0 0

文部科学省 2 2 1 0 0 0 0 0

厚生労働省 11 5 2 2 0 0 0 0

農林水産省 11 11 1 0 0 0 0 0

経済産業省 16 10 3 0 0 0 0 0

国土交通省 22 18 3 1 0 0 0 0

環境省 4 3 1 0 0 0 0 0

合 計 89 60 14 4 0 0 0 0

○ 事後評価

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

によるもの

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

定性的記述

課題なし

うち

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

課題あり

4

2

5

0

0

2

0

6

3

1

23

によるもの

4

2

5

0

0

2

0

6

3

1

23

把握なし

課題なし

うち

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

課題あり
補足説明 補足説明 補足説明 補足説明

によるもの によるもの

金融庁 1 1 0 0 0 0 0 0

財務省 1 1 0 0 0 0 0 0

厚生労働省 1 0 0 1 0 0 0 0

農林水産省 22 22 0 0 0 0 0 0

環境省 1 1 0 0 0 0 0 0

防衛省 4 4 0 0 0 0 0 0

合 計 30 29 0 1 0 0 0 0

によるもの

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

によるもの

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-932-



⑤ 過去の実績について、適用数等が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っていないかが具体的に説明されているか。

○ 事前評価（新設）

府省名 件数

説明あり

課題なし

うち 課題あり

説明なし

課題なし

うち 課題あり

点検
対象外

補足説明 補足説明

内閣府
金融庁
復興庁
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

合 計

○ 事前評価（拡充・延長等）

府省名

8
3
1
2
1
7
3
12
4
3

44

件数

によるもの

― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―

― ― ―

説明あり

課題なし

うち 課題あり

によるもの

― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―

― ― ―

説明なし

課題なし

うち 課題あり

8
3
1
2
1
7
3
12
4
3

44

補足説明 補足説明

内閣府

金融庁

復興庁

総務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

合 計

○ 事後評価

府省名

8

4

5

6

2

11

11

16

22

4

89

件数

によるもの

0 0 1

0 0 0

0 0 0

4 2 0

2 1 0

2 1 1

7 4 0

4 3 0

5 4 3

2 1 0

26 16 5

説明あり

課題なし

うち 課題あり

によるもの

5 5 2

3 3 1

4 4 1

1 1 1

0 0 0

3 2 5

3 3 1

9 9 3

9 9 5

0 0 2

37 36 21

説明なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明

金融庁

財務省

厚生労働省

農林水産省

環境省

防衛省

合 計

1

1

1

22

1

4

30

によるもの

0 0 0

0 0 0

0 0 0

22 14 0

0 0 0

0 0 0

22 14 0

によるもの

1 1 0

1 1 0

0 0 1

0 0 0

0 0 1

4 4 0

6 6 2
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⑥ 将来推計として、適用数等が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に予測されているか。

○ 事前評価（新設）

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

定性的記述

課題なし

うち 課題あり

予測なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明 補足説明 補足説明

によるもの によるもの

内閣府 8 1 0 0 2 2 0 0
金融庁 3 0 0 1 0 0 0 1
復興庁 1 0 0 0 1 1 0 0
総務省 2 2 0 0 0 0 0 0
文部科学省 1 0 0 0 0 0 0 0
厚生労働省 7 2 1 1 0 0 0 0
農林水産省 3 3 0 0 0 0 0 0
経済産業省 12 6 1 4 0 0 2 0
国土交通省 4 0 0 0 1 1 1 1
環境省 3 1 1 0 0 0 1 0

合 計 44 15 3 6 4 4 4 2

○ 事前評価（拡充・延長等）

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

によるもの

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

2

定性的記述

課題なし

うち

3
0
0
0
0
0
0
0
1
0

4

課題あり

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2

によるもの

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2

予測なし

課題なし

うち

1
1
0
0
1
4
0
0
0
0

7

課題あり
補足説明 補足説明 補足説明 補足説明

によるもの によるもの

内閣府 8 2 0 1 0 0 1 0

金融庁 4 0 0 0 0 0 0 0

復興庁 5 0 0 0 0 0 0 0

総務省 6 4 2 0 0 0 0 0

文部科学省 2 2 1 0 0 0 0 0

厚生労働省 11 5 3 1 0 0 0 0

農林水産省 11 9 3 1 0 0 0 0

経済産業省 16 7 4 2 2 2 0 0

国土交通省 22 15 6 1 1 1 1 0

環境省 4 3 1 0 1 1 0 0

合 計 89 47 20 6 4 4 2 0

○ 事後評価

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

によるもの

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

定性的記述

課題なし

うち

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

4

課題あり

3

2

2

2

0

0

1

5

1

0

16

によるもの

3

2

2

2

0

0

1

5

1

0

16

予測なし

課題なし

うち

1

1

1

0

0

5

0

0

2

0

10

課題あり

点検
対象外

補足説明 補足説明 補足説明 補足説明
によるもの によるもの

金融庁 1 ― ― ― ― ― ― ―

財務省 1 ― ― ― ― ― ― ―

厚生労働省 1 ― ― ― ― ― ― ―

農林水産省 22 ― ― ― ― ― ― ―

環境省 1 ― ― ― ― ― ― ―

防衛省 4 ― ― ― ― ― ― ―

合 計 30 ― ― ― ― ― ― ―

によるもの

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

によるもの

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

1

1

1

22

1

4

30
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⑦ 過去の実績について、減収額が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に把握されているか。

○ 事前評価（新設）

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

把握なし

課題なし

うち 課題あり

点検
対象外

補足説明 補足説明 補足説明
によるもの によるもの

内閣府 8 ― ― ― ― ― ― ―
金融庁 3 ― ― ― ― ― ― ―
復興庁 1 ― ― ― ― ― ― ―
総務省 2 ― ― ― ― ― ― ―
文部科学省 1 ― ― ― ― ― ― ―
厚生労働省 7 ― ― ― ― ― ― ―
農林水産省 3 ― ― ― ― ― ― ―
経済産業省 12 ― ― ― ― ― ― ―
国土交通省 4 ― ― ― ― ― ― ―
環境省 3 ― ― ― ― ― ― ―

合 計 44 ― ― ― ― ― ― ―

○ 事前評価（拡充・延長等）

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

によるもの

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

把握なし

課題なし

うち

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

課題あり

8
3
1
2
1
7
3
12
4
3

44

補足説明 補足説明 補足説明
によるもの によるもの

内閣府 8 4 0 0 0 0 0 4

金融庁 4 0 0 0 0 0 1 1

復興庁 5 1 0 0 0 0 0 4

総務省 6 5 1 0 0 0 0 1

文部科学省 2 2 1 0 0 0 0 0

厚生労働省 11 5 3 2 0 0 0 3

農林水産省 11 11 3 0 0 0 0 0

経済産業省 16 9 3 2 0 0 1 4

国土交通省 22 16 3 1 0 0 1 3

環境省 4 3 1 0 0 0 0 1

合 計 89 56 15 5 0 0 3 21

○ 事後評価

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

によるもの

4

1

4

1

0

3

0

4

3

1

21

把握なし

課題なし

うち

0

2

0

0

0

1

0

0

1

0

4

課題あり
補足説明 補足説明 補足説明

によるもの によるもの

金融庁 1 1 0 0 0 0 0 0

財務省 1 1 0 0 0 0 0 0

厚生労働省 1 1 0 0 0 0 0 0

農林水産省 22 22 0 0 0 0 0 0

環境省 1 1 0 0 0 0 0 0

防衛省 4 4 1 0 0 0 0 0

合 計 30 30 1 0 0 0 0 0

によるもの

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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⑧ 将来推計として、減収額が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に予測されているか。

○ 事前評価（新設）

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

予測なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明 補足説明

によるもの によるもの

内閣府 8 3 0 0 1 1 1 1
金融庁 3 0 0 0 0 0 3 0
復興庁 1 0 0 0 1 1 0 0
総務省 2 1 0 1 0 0 0 0
文部科学省 1 0 0 0 0 0 0 0
厚生労働省 7 4 1 1 0 0 0 0
農林水産省 3 2 1 0 1 1 0 0
経済産業省 12 6 4 4 1 1 1 0
国土交通省 4 0 0 1 1 1 2 0
環境省 3 2 0 1 0 0 0 0

合 計 44 18 6 8 5 5 7 1

○ 事前評価（拡充・延長等）

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

によるもの

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

予測なし

課題なし

うち

2
0
0
0
1
2
0
0
0
0

5

課題あり
補足説明 補足説明 補足説明

によるもの によるもの

内閣府 8 3 0 0 0 0 0 4

金融庁 4 0 0 0 0 0 3 0

復興庁 5 1 0 0 0 0 0 2

総務省 6 4 2 0 1 1 0 1

文部科学省 2 2 1 0 0 0 0 0

厚生労働省 11 3 1 1 1 1 0 0

農林水産省 11 8 5 1 2 2 0 0

経済産業省 16 7 4 1 2 2 1 3

国土交通省 22 13 8 4 2 2 2 0

環境省 4 3 1 0 1 1 0 0

合 計 89 44 22 7 9 9 6 10

○ 事後評価

定量化 定量化（根拠なし）

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

によるもの

4

0

2

1

0

0

0

3

0

0

10

予測なし

課題なし

うち

1

1

2

0

0

6

0

2

1

0

13

課題あり

点検
対象外

補足説明 補足説明 補足説明
によるもの によるもの

金融庁 1 ― ― ― ― ― ― ―

財務省 1 ― ― ― ― ― ― ―

厚生労働省 1 ― ― ― ― ― ― ―

農林水産省 22 ― ― ― ― ― ― ―

環境省 1 ― ― ― ― ― ― ―

防衛省 4 ― ― ― ― ― ― ―

合 計 30 ― ― ― ― ― ― ―

によるもの

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

1

1

1

22

1

4

30
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⑨ 過去の実績について、租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況が把握されているか。

○ 事前評価（新設）

把握あり 把握なし

課題なし 課題なし 点検
府省名 件数

対象外うち 課題あり うち 課題あり
補足説明 補足説明
によるもの によるもの

内閣府 8 ― ― ― ― ― ― 8
金融庁 3 ― ― ― ― ― ― 3
復興庁 1 ― ― ― ― ― ― 1
総務省 2 ― ― ― ― ― ― 2
文部科学省 1 ― ― ― ― ― ― 1
厚生労働省 7 ― ― ― ― ― ― 7
農林水産省 3 ― ― ― ― ― ― 3
経済産業省 12 ― ― ― ― ― ― 12
国土交通省 4 ― ― ― ― ― ― 4
環境省 3 ― ― ― ― ― ― 3

合 計 44 ― ― ― ― ― ― 44

○ 事前評価（拡充・延長等）

把握あり 把握なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり
補足説明 補足説明
によるもの によるもの

内閣府 8 0 0 2 3 3 3

金融庁 4 0 0 1 1 1 2

復興庁 5 0 0 0 5 5 0

総務省 6 3 1 3 0 0 0

文部科学省 2 2 0 0 0 0 0

厚生労働省 11 3 0 7 0 0 1

農林水産省 11 3 0 8 0 0 0

経済産業省 16 3 0 10 2 2 1

国土交通省 22 2 0 15 0 0 5

環境省 4 2 0 2 0 0 0

合 計 89 18 1 48 11 11 12

○ 事後評価

把握あり 把握なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり
補足説明 補足説明
によるもの によるもの

金融庁 1 1 1 0 0 0 0

財務省 1 1 0 0 0 0 0

厚生労働省 1 1 0 0 0 0 0

農林水産省 22 10 6 9 3 3 0

環境省 1 0 0 1 0 0 0

防衛省 4 3 0 0 1 1 0

合 計 30 16 7 10 4 4 0
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⑩ 将来推計として、租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況が予測されているか。

○ 事前評価（新設）

予測あり 予測なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり
補足説明 補足説明

によるもの によるもの

内閣府 8 0 0 2 1 1 5
金融庁 3 0 0 2 0 0 1
復興庁 1 0 0 0 0 0 1
総務省 2 0 0 2 0 0 0
文部科学省 1 0 0 0 0 0 1
厚生労働省 7 0 0 5 0 0 2
農林水産省 3 0 0 3 0 0 0
経済産業省 12 0 0 6 0 0 6
国土交通省 4 0 0 2 0 0 2
環境省 3 1 0 0 1 1 1

合 計 44 1 0 22 2 2 19

○ 事前評価（拡充・延長等）

予測あり 予測なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり
補足説明 補足説明

によるもの によるもの

内閣府 8 0 0 3 0 0 5

金融庁 4 0 0 3 0 0 1

復興庁 5 0 0 3 2 2 0

総務省 6 3 1 3 0 0 0

文部科学省 2 2 0 0 0 0 0

厚生労働省 11 3 0 2 0 0 6

農林水産省 11 3 0 6 0 0 2

経済産業省 16 3 1 4 2 2 7

国土交通省 22 2 0 17 0 0 3

環境省 4 2 0 2 0 0 0

合 計 89 18 2 43 4 4 24

○ 事後評価

予測あり 予測なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

点検
対象外

補足説明 補足説明
によるもの によるもの

金融庁 1 ― ― ― ― ― ―

財務省 1 ― ― ― ― ― ―

厚生労働省 1 ― ― ― ― ― ―

農林水産省 22 ― ― ― ― ― ―

環境省 1 ― ― ― ― ― ―

防衛省 4 ― ― ― ― ― ―

合 計 30 ― ― ― ― ― ―

1

1

1

22

1

4

30
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⑪ 過去の実績について、税収減を是認するような効果が確認されているかが説明されているか。

○ 事前評価（新設）

説明あり 説明なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

点検
対象外

補足説明 補足説明
によるもの によるもの

内閣府 8 ― ― ― ― ― ―
金融庁 3 ― ― ― ― ― ―
復興庁 1 ― ― ― ― ― ―
総務省 2 ― ― ― ― ― ―
文部科学省 1 ― ― ― ― ― ―
厚生労働省 7 ― ― ― ― ― ―
農林水産省 3 ― ― ― ― ― ―
経済産業省 12 ― ― ― ― ― ―
国土交通省 4 ― ― ― ― ― ―
環境省 3 ― ― ― ― ― ―

合 計 44 ― ― ― ― ― ―

○ 事前評価（拡充・延長等）

説明あり 説明なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

8
3
1
2
1
7
3
12
4
3

44

補足説明 補足説明
によるもの によるもの

内閣府 8 2 2 2 1 1 3

金融庁 4 0 0 1 1 1 2

復興庁 5 0 0 0 5 5 0

総務省 6 0 0 2 3 3 1

文部科学省 2 0 0 0 2 2 0

厚生労働省 11 0 0 6 2 2 3

農林水産省 11 1 0 7 2 2 1

経済産業省 16 0 0 8 4 4 4

国土交通省 22 0 0 15 2 2 5

環境省 4 0 0 1 2 2 1

合 計 89 3 2 42 24 24 20

○ 事後評価

説明あり 説明なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり
補足説明 補足説明

によるもの によるもの

金融庁 1 0 0 0 1 1 0

財務省 1 1 0 0 0 0 0

厚生労働省 1 0 0 1 0 0 0

農林水産省 22 12 12 10 0 0 0

環境省 1 0 0 1 0 0 0

防衛省 4 1 1 0 3 3 0

合 計 30 14 13 12 4 4 0
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⑫ 将来推計として、税収減を是認するような効果が見込まれるかが説明されているか。

○ 事前評価（新設）

説明あり 説明なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり
補足説明 補足説明

によるもの によるもの

内閣府 8 0 0 4 3 3 1
金融庁 3 0 0 0 0 0 3
復興庁 1 0 0 1 0 0 0
総務省 2 0 0 2 0 0 0
文部科学省 1 0 0 0 0 0 1
厚生労働省 7 0 0 5 0 0 2
農林水産省 3 1 1 2 0 0 0
経済産業省 12 1 1 9 0 0 2
国土交通省 4 0 0 3 0 0 1
環境省 3 1 0 0 0 0 2

合 計 44 3 2 26 3 3 12

○ 事前評価（拡充・延長等）

説明あり 説明なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり
補足説明 補足説明

によるもの によるもの

内閣府 8 0 0 4 0 0 4

金融庁 4 0 0 1 0 0 3

復興庁 5 2 2 2 0 0 1

総務省 6 2 2 2 1 1 1

文部科学省 2 2 2 0 0 0 0

厚生労働省 11 3 2 2 0 0 6

農林水産省 11 3 3 5 0 0 3

経済産業省 16 4 4 9 0 0 3

国土交通省 22 2 2 11 0 0 9

環境省 4 2 2 2 0 0 0

合 計 89 20 19 38 1 1 30

○ 事後評価

説明あり 説明なし

課題なし 課題なし
府省名 件数

うち 課題あり うち 課題あり

点検
対象外

補足説明 補足説明
によるもの によるもの

金融庁 1 ― ― ― ― ― ―

財務省 1 ― ― ― ― ― ―

厚生労働省 1 ― ― ― ― ― ―

農林水産省 22 ― ― ― ― ― ―

環境省 1 ― ― ― ― ― ―

防衛省 4 ― ― ― ― ― ―

合 計 30 0 0 0 0 0 0

1

1

1

22

1

4

30
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⑬ 政策目的実現のための手段として、補助金や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとることが必要かつ適切であるかが説明されているか。

○ 事前評価（新設）

府省名 件数

説明あり

課題なし

うち 課題あり

説明なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明

内閣府
金融庁
復興庁
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

合 計

○ 事前評価（拡充・延長等）

府省名

8
3
1
2
1
7
3
12
4
3

44

件数

によるもの

7 4 1
2 1 0
1 0 0
1 0 1
0 0 1
5 2 2
3 1 0
11 5 1
3 1 0
2 0 1

35 14 7

説明あり

課題なし

うち 課題あり

によるもの

0 0 0
1 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0
0 0 0

2 2 0

説明なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明

内閣府

金融庁

復興庁

総務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

合 計

○ 事後評価

府省名

8

4

5

6

2

11

11

16

22

4

89

件数

によるもの

8 4 0

3 2 1

4 3 0

5 0 1

2 0 0

7 1 4

11 0 0

13 4 3

19 4 3

3 1 1

75 19 13

説明あり

課題なし

うち 課題あり

によるもの

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

説明なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明

金融庁

財務省

厚生労働省

農林水産省

環境省

防衛省

合 計

1

1

1

22

1

4

30

によるもの

1 0 0

1 0 0

1 0 0

22 1 0

1 1 0

4 0 0

30 2 0

によるもの

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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⑭ 同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合に、適切かつ明確な役割分担がなされているかが説明されているか。

○ 事前評価（新設）

府省名 件数

他の政策手段はない

課題なし

うち 課題あり

説明あり

課題なし

うち 課題あり

説明なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明 補足説明

内閣府
金融庁
復興庁
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

合 計

○ 事前評価（拡充・延長等）

府省名

8
3
1
2
1
7
3
12
4
3

44

件数

によるもの

3 0 0
2 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
2 0 0
1 0 0
3 0 0
1 0 0
0 0 0

13 0 0

他の政策手段はない

課題なし

うち 課題あり

によるもの

2 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
3 0 0
2 1 0
6 3 0
1 0 0
1 0 0

16 4 0

説明あり

課題なし

うち 課題あり

によるもの

2 2 1
1 1 0
1 1 0
0 0 0
0 0 1
1 1 1
0 0 0
3 3 0
2 2 0
2 2 0

12 12 3

説明なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明 補足説明

内閣府

金融庁

復興庁

総務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

合 計

○ 事後評価

府省名

8

4

5

6

2

11

11

16

22

4

89

件数

によるもの

5 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 0 0

1 0 0

3 0 0

5 0 0

0 0 0

17 0 0

他の政策手段はない

課題なし

うち 課題あり

によるもの

3 1 0

1 0 0

0 0 0

6 0 0

2 0 0

7 0 0

10 0 0

9 0 0

13 0 0

4 0 0

55 1 0

説明あり

課題なし

うち 課題あり

によるもの

0 0 0

2 2 0

5 4 0

0 0 0

0 0 0

2 2 0

0 0 0

3 3 1

3 3 1

0 0 0

15 14 2

説明なし

課題なし

うち 課題あり
補足説明 補足説明 補足説明

金融庁

財務省

厚生労働省

農林水産省

環境省

防衛省

合 計

1

1

1

22

1

4

30

によるもの

0 0 0

1 0 0

0 0 0

14 1 0

0 0 0

0 0 0

15 1 0

によるもの

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7 0 0

0 0 0

0 0 0

7 0 0

によるもの

1 1 0

0 0 0

1 1 0

1 1 0

1 1 0

4 4 0

8 8 0
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【資料１】 

平成22年度税制改正大綱（平成21年12月22日閣議決定）（抄） 

 

 

第２章 新しい税制改正の仕組み  

２．「ふるい」、租特透明化法（仮称） 

(1) 「ふるい」による租税特別措置の抜本的な見直し 

税制の中には、「租税特別措置」と呼ばれるものがあります。租税特別措置には様々なものがありますが、その多くが特定の者

の税負担を軽減することなどにより産業政策等の特定の政策目的の実現に向けて経済活動を誘導する手段となっています。他方、

こうした租税特別措置は、「公平・透明・納得」の原則から見れば、税負担の公平の原則の例外であり、これが正当化されるため

には、その適用の実態や効果が透明で分かりやすく、納税者が納得できるものでなくてはなりません。しかし、現状では、適用

実態がはっきりしないものや、適用件数が非常に少ないもの、導入から相当期間が経過し役割を終えているもの、特定の業界や

一部の企業のみが恩恵を受けていると思われるものが散見されます。 

税制における既得権益を一掃し、納税者の視点に立って公平で分かりやすい仕組みとするためには、租税特別措置をゼロベー

スから見直し、整理合理化を進めることが必要です。この見直しのための「ふるい」として、「租税特別措置の見直しに関する基

本方針」と「地方税における税負担軽減措置等の見直しに関する基本方針」を定めました（別紙１、２参照）。租税特別措置のう

ち、産業政策等の特定の政策目的により税負担の軽減等を行う「政策税制措置」は、現在、国税で241項目、地方税で286項目あ

りますが、これらの全てを「ふるい」にかけて、平成22年度税制改正から始まる今後４年間で抜本的に見直します。 

見直しの初年度となる平成22年度税制改正では、平成21年度末までに適用期限が到来する措置を中心に、各府省から拡充や見

直しの要望があった項目等を含め、国税で82項目、地方税で90項目の見直しを行いました。この結果として、国税で41項目、地

方税で57項目を廃止又は縮減することとしました。 

なお、今般適用期限を延長するとしたものについても、下記の「租特透明化法（仮称）」の制定や地方税法の改正によりその適

用実績を明らかにするとともに、政策評価を厳格に行うこととします。 
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【資料２】 

租税特別措置の見直しに関する基本方針 

〈平成22年度税制改正大綱の別紙１〉 

 

 

１．見直しの対象 

(1) 租税特別措置の見直しは、租税特別措置法に規定された措置や特例等のうち、産業政策等の特定の政策目的により税負担の軽

減等を行う措置（以下「政策税制措置」という。）に該当するものを対象とする。 

(2) 政策税制措置に該当するもの（現時点で241項目）の全てについて、今後４年間で抜本的に見直す。各年の見直しの対象は、そ

の年度末までに期限が到来する措置に、期限の定めのない措置等を随時加えたものとすることを基本とする。  

 

２．見直しの方針（「ふるい」） 

租税特別措置の見直しに当たっては、公平・透明・納得の税制の構築と財源確保の要請を踏まえつつ、以下の方針により行うこ

ととする。 

(1) 既存の政策税制措置のうち、期限の定めのある措置については、その期限到来時に廃止する（サンセット）。ただし、別添の「指

針」に照らして合理性、有効性及び相当性のすべてが明確に認められる措置に限り、その内容の厳格な絞込みを前提に、原則と

して３年以下の期限を付して存続させることを検討する。 

なお、別添の「指針」に照らして厳格な見直しを行った結果、実質的に同じ内容の措置を20年を超えて存続させることとなる

場合には、原則として、期限の定めのない措置とすることを検討する。 

(2) 既存の政策税制措置のうち、期限の定めのない措置については、関連する措置を見直す場合等の適時に、別添の「指針」に照

らして、その適用状況や政策評価等を踏まえて存続の必要性を判断し、存続させる場合は、内容の厳格な見直しを行う。 

なお、期限の定めのない措置のうち、もはや適用状況や政策評価等を踏まえた必要性を判断する必要がなく、かつ、課税の公

平原則を逸脱するものではないと明確に認められるものについては、本則化の適否を検討する。 

(3) 政策税制措置を新設又は拡充する場合には、スクラップ・アンド・ビルドを基本とし、その費用対効果の見通しと検証可能性

に留意しつつ、別添の「指針」を踏まえてその緊要性を厳格に判断し、原則として、３年以下の期限を付すものとする。 
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【資料３】 

政策税制措置の見直しの指針（「６つのテスト」） 

〈租税特別措置の見直しに関する基本方針の別添〉 

 

 

○  背景にある政策に今日的な「合理性」が認められるか 

１．法律に規定されるなど、所管官庁の政策体系の中で優先度や緊要性の高いものとして明確に位置付けられているか。 

２．当初の政策目標が既に達成されていないか。 

 

○  政策目的に向けた手段としての「有効性」が認められるか  

３．適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っていないか。 

４．政策評価法に基づく所管官庁の事後評価等において、税収減を是認するような有効性（費用対効果）が客観的に確認されてい

るか。 

 

○ 補助金等他の政策手段と比して「相当性」が認められるか 

５．同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合に、適切かつ明確に役割分担がなされているか。 

６．適用実態などからみて、その政策目的を達成するための政策手段として的確であり、かつ、課税の公平原則に照らし、国民の

納得できる必要最小限の特例措置となっているか。 

  

※ 上記の「合理性」、「有効性」、「相当性」の検証に当たっては、存続期間が比較的長期にわたっている措置（10年超）や適用者数

が比較的少ない措置（２桁台以下）等については、特に厳格に判断する。 
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【資料４】 

地方税における税負担軽減措置等の見直しに関する基本方針 

〈平成22年度税制改正大綱の別紙２〉 

 

 

１．見直しの対象 

(1) 地方税における税負担軽減措置等の見直しは、地方税法に規定された措置や特例等のうち、特定の政策目的により税負担の軽

減等を行う措置（以下「政策税制措置」という。）に該当するものを対象とする。 

(2) 政策税制措置に該当するもの（現時点で286項目）の全てについて、今後４年間で抜本的に見直す。各年の見直しの対象は、そ

の年度末までに期限が到来する措置に、期限の定めのない措置等を随時加えたものとすることを基本とする。 

 

２．見直しの方針 

(1) 地方税における税負担軽減措置等の見直しについては、公平・透明・納得の税制の構築と財源確保の要請を踏まえつつ、「租税

特別措置の見直しに関する基本方針」に準じて行うこととする。 

(2) 固定資産税、不動産取得税、自動車関係税等については、(1)による見直しに加え、以下のいずれかの要件に該当する措置につ

いて特に厳格な見直しを行う。 

① 実施期間が長期にわたる措置（10年超） 

② 適用件数が少ない措置（100件未満） 

③ 適用金額が小さい措置（１億円未満） 

(3) 特別の必要により延長を認める場合でも、経過年数に応じて段階的・自動的に特例措置を縮減する仕組み（新サンセット方式）

の導入を検討する。 
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【資料５】 

中期財政フレーム（平成24年８月31日閣議決定）（抄） 

 

 

政府は、「財政運営戦略」（平成22年６月22日閣議決定）において、経済・財政の見通しや展望を踏まえながら複数年度を視野に

入れて毎年度の予算編成を行うための仕組みとして、中期財政フレームの枠組みを導入した。 

「財政運営戦略」においては、平成23年度から平成25年度を対象とする最初の中期財政フレームを定めるとともに、「毎年半ば頃、

中期財政フレームの改訂を行い、翌年度以降３年間の新たな中期財政フレームを定める」こととしている。これに基づき、昨年８

月の平成24年度から平成26年度を対象とする中期財政フレームの改訂を前提に、今回、平成25年度から平成27年度を対象とする中

期財政フレームを以下のように策定し、新たな歳入・歳出両面にわたる取組を定める。 

 

２ 中期財政フレーム改訂の具体的内容 

② 歳入面での取組 

（略） 

租税特別措置については、平成22年度から平成24年度までの税制改正大綱の方針に沿ってゼロベースで見直すこととする。 

新たに減収を伴う税制上の措置については、財政運営戦略Ⅱ２．（１）にのっとり、それに見合う新たな財源を確保しつつ実

施することを原則とする。 

 

 

 

-948-



【資料６】 

租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン 

 

 

      平 成 2 2 年 ５ 月 2 8 日 

政策評価各府省連絡会議了承 

 

本ガイドラインは、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号。以下「政策評価法」という。）の枠

組みの下、国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措置等（以下「租税特別措置等」という。）に係る政策

評価を円滑かつ効率的に実施するとともに、各行政機関における検討作業や政府における税制改正作業に有用な情報を提供し、

もって国民への説明責任を果たすことに資するよう、租税特別措置等に係る政策評価の内容、手順等の標準的な指針を示した

ものである。 

本ガイドラインについては、各行政機関の取組の進展等を踏まえ、必要に応じ、租税特別措置等に係る政策評価の改善及び

充実のため、所要の見直しを行う。 

 

Ⅰ 評価に当たって 

  平成 22 年度税制改正大綱（平成 21 年 12 月 22 日閣議決定。以下「22 年度大綱」という。）において、租税特別措置等は、

「その多くが特定の者の税負担を軽減することなどにより産業政策等の特定の政策目的の実現に向けて経済活動を誘導する

手段となっています。他方、こうした租税特別措置等は、「公平・透明・納得」の原則から見れば、税負担の公平の原則の

例外であり、これが正当化されるためには、その適用の実態や効果が透明で分かりやすく、納税者が納得できるものでなく

てはなりません。」との考え方が示されている。租税特別措置等の透明化及びその適宜適切な見直しを図る上で、政策評価

の果たす役割は大きいものと考えられる。 

22 年度大綱においては、租税特別措置等の抜本的な見直しに関し、政策評価を厳格に行うこととされたほか、見直しの指

針として、政策評価法に基づく所管官庁の事後評価等において、税収減を是認するような有効性が客観的に確認されている
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かが明記されたところである。 

租税特別措置等に係る政策評価は、22 年度大綱における「租税特別措置の見直しに関する基本方針」等に適切に対応する

よう実施するものである。評価の実施においては、客観的なデータを可能な限り明らかにし、租税特別措置等の新設、拡充

又は延長の適否や租税特別措置等の具体的な内容についての検討に資するよう分析するとともに、分析内容が国民や利害関

係者等との議論の共通の土台として用いられ、各行政機関における検討作業や政府における税制改正作業において有効に用

いられることが重要である。 

 

Ⅱ 評価の方法 

１ 評価の対象 

事前評価の対象となるのは、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成 13 年政令第 323 号）第３条第７号及び

第８号並びに政策評価に関する基本方針（平成 17 年 12 月 16 日閣議決定）Ⅰ４キに規定する政策である。行政機関が行う政

策の評価に関する法律施行令第３条第７号ロ及び第８号における「税額又は所得の金額を減少させることを内容とする措置」

とは、特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行う措置を指すものである。 

事後評価の対象となるのは、政策評価に関する基本方針Ⅰ５カに規定する政策である。そのうち、法人税、法人住民税及

び法人事業税関係の租税特別措置等の具体的範囲は、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第３条第７号イ及びロ

と同様である。 

 

２ 評価の単位 

  事前評価の対象となる租税特別措置等に係る政策については、各行政機関における税制改正要望に当たって、事前評価が

実施されることになる。事前評価の結果が、各行政機関における税制改正要望や、その後の税制改正作業に適切に対応する

ものとなるよう、事前評価の対象とする政策の単位は、原則として税制改正要望を行う租税特別措置等の単位に対応させる。 

  事後評価については、事前評価の単位を踏まえ、適切な単位により実施する。 
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３ 評価の実施主体 

 (1) 事前評価 

事前評価は、租税特別措置等の新設、拡充又は延長を要望しようとする行政機関が実施する。同一の租税特別措置等に

ついて、複数の行政機関が要望を行う場合は、各行政機関が評価の実施主体であることを前提として、必要に応じて、各

行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。 

 

 (2) 事後評価 

    事後評価は、評価の対象となる租税特別措置等に係る政策について、過去に当該租税特別措置等の要望を行った行政機

関が実施する。同一の租税特別措置等について、複数の行政機関が関係する場合は、各行政機関が評価の実施主体である

ことを前提として、必要に応じて、各行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。 

 

４ 評価の内容 

  租税特別措置等に係る政策の事前評価及び事後評価は、以下の内容により行う。事前評価の結果は、事後評価によって必

ず検証されることが重要である。 

(1) 事前評価 

ア 分析対象期間 

    租税特別措置等の新設を要望しようとする場合、分析対象期間としては、要望に係る租税特別措置等の適用期間、効

果や減収額等の推計における予測精度を考慮して、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合、将来にわたる予測部分についての分析対象期間としては、

上記新設の場合による。また、過去の実績部分についての分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安として、

個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 
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 イ 租税特別措置等の必要性等 

(ⅰ)租税特別措置等により実現しようとする政策目的 

要望に係る租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。この政策目的とは、22 年度大綱

における「租税特別措置の見直しに関する基本方針」の別添「政策税制措置の見直しの指針（「６つのテスト」）」

に記載されている「背景にある政策」に係る目的と基本的に同様である（（２）イ（ⅰ）において同じ。）。 

政策目的の説明に併せ、当該政策目的がどのような根拠（法律、政令、閣議決定等）に基づくものであるかを明ら

かにすることにより、当該政策目的が優先度や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。 

また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付けを明らかにする。 

 

   (ⅱ)租税特別措置等により達成しようとする目標 

上記(ⅰ)の政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具体的な目標が何かを説明するとともに、当

該目標の測定指標を設定する。その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与するかも説

明する。 

 

  ウ 租税特別措置等の有効性等 

    租税特別措置等に係る政策の事前評価においては、租税特別措置等の適用数や適用額、減収額及び効果を予測・把握

するとともに、税収減を是認するような効果が見込まれるか（確認されるか）を説明する。租税特別措置等の新設を要

望しようとする場合は、推計によることになり、拡充又は延長を要望しようとする場合は、推計に加え、過去の実績を

把握する。減収額等の定量的データについては、算定根拠を明らかにする。 

租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措置等により実現しようとする政策目的がど

のように達成されるか（されたか）をできる限り定量的に把握する。効果の将来予測を行う場合は、租税特別措置等が

新設されない場合、拡充又は延長されない場合に予想される状況についても説明する。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合は、上記イ(ⅱ)の目標の実現状況を明らかにするとともに、

所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っ
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ていないかを具体的に説明する。 

効果の把握においては、租税特別措置等による様々な波及効果についても、データの精度や客観性に留意しつつ明ら

かにするよう努める。 

また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとのデータを把握するよう努める。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合において、それまでの間に効果が上がっていないと考えられ

る場合は、その要因を分析する。 

 

  エ 租税特別措置等の相当性 

    政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとること

が必要であり、適切であるかを説明する。 

また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、適切かつ明確に役割分担がなされているか

を説明する。 

地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合を含む。）については、地方公共団体が政

策目的の実現に協力することが相当であるかについても説明する。 

 

 (2) 事後評価 

  ア 分析対象期間 

    事後評価の分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安として、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 

 

  イ 租税特別措置等の必要性等 

(ⅰ)租税特別措置等により実現しようとする政策目的 

租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。政策目的の説明に併せ、当該政策目的がど

のような根拠（法律、政令、閣議決定等）に基づくものであるかを明らかにすることにより、当該政策目的が優先度

や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。 
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また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付けを明らかにする。 

 

   (ⅱ)租税特別措置等により達成しようとする目標 

上記(ⅰ)の政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具体的な目標が何かを説明するとともに、当

該目標の測定指標を設定する。その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与するかも説

明する。 

 

  ウ 租税特別措置等の有効性等 

    租税特別措置等に係る政策の事後評価においては、租税特別措置等の適用数や適用額、減収額及び効果を把握すると

ともに、税収減を是認するような効果が確認されるかを説明する。減収額等の定量的データについては、算定根拠を明

らかにする。 

租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措置等により実現しようとする政策目的がど

のように達成されたかをできる限り定量的に把握する。その際、上記イ(ⅱ)の目標の実現状況を明らかにするとともに、

所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っ

ていないかを具体的に説明する。 

効果の把握においては、租税特別措置等による波及効果についても、データの精度や客観性に留意しつつ明らかにす

るよう努める。 

また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとのデータを把握するよう努める。 

事後評価において、効果が上がっていないと考えられる場合は、その要因を分析する。 

 

  エ 租税特別措置等の相当性 

    政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとること

が必要であり、適切であるかを説明する。 

また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、適切かつ明確に役割分担がなされているか
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を説明する。 

地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合を含む。）については、地方公共団体が政

策目的の実現に協力することが相当であるかについても説明する。 

 

  オ 評価結果の反映の方向性 

    事後評価の結果を、評価の対象とした租税特別措置等の在り方にどのように反映させるかを説明する。 

 

５ 評価の実施時期等 

(1) 事前評価 

事前評価は、各行政機関における租税特別措置等の要望に際して、評価によって得られる情報が有用なものとして用い

られるよう適切なタイミングで実施することが原則である。ただし、要望の段階で、要望の内容を具体化することが困難

な場合には、要望後の適切なタイミングで評価の結果を公表する。各行政機関においては、要望の着想から決定に至る一

連の過程の中で、できる限り早期に評価を開始するよう努めるべきである。 

 

 (2) 事後評価 

事後評価は、その結果が、各行政機関における租税特別措置等についての検討作業や税制改正作業において有効に活用

されるよう、原則として毎年８月末までの適切なタイミングで実施する。 

また、租税特別措置等については、定期的にその効果等の検証が行われることが重要であり、事後評価を継続的に実施

していく必要がある。事後評価のサイクルとしては、政策評価に関する基本計画の期間を踏まえ、３年から５年に１回は

評価を行うことを原則とする。各行政機関においては、事後評価を実施しない年度においても、不断の検証を行うよう努

める。 

その際、期限の定めのない措置や 10 年以上にわたって存続している措置から順に事後評価に取り組むなど、評価の必

要性の高いものから計画的に評価に取り組む。 

なお、既存の租税特別措置等の拡充又は延長の要望に際して事前評価を実施した場合は、事後評価の要素を含んでいる
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ことから、改めて事後評価を実施することは要しない。 

 

６ 総務省による客観性担保評価活動 

  総務省行政評価局は、各行政機関が実施した政策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施

する。点検結果については、毎年度の税制改正作業に対し、適時に提供する。 

 

７ その他 

 (1) 有識者の見解 

    租税特別措置等に係る政策評価の内容について、審議会での検討結果や有識者の見解がある場合、これらを評価書に記

載する。 

 

 (2) 適用実態に関する情報の提供等 

    各行政機関、財務省及び総務省は、政策評価に必要な租税特別措置等の適用実態に関する情報の提供・利用については、

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成 22 年法律第８号）及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の枠

組みの下、適切に対応する。 

 

 (3) 分析内容の充実 

    今後新たに取り組んでいくことになる租税特別措置等に係る政策評価については、一層の質の向上を図っていくことが

重要である。このため、総務省行政評価局において、財務省や総務省、各行政機関の協力を得て、必要な取組を推進する。

また、各行政機関においても、自らの評価の質の充実を図っていくことが重要である。 
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